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はじめに

中岡成文

本COEプ ロジェクトの うちで、私 た ちの 「臨床 と対 話」グループでは、い ろい ろな臨床 現 場 で

語 り・対話 が交 わされ る、その特 質や様 式 を解 明 ・分 析す る と同時に、それ ら相互 の交 流(イ ンタ

ーフェイス)に も注 目す るこ とを自 らに課 して いる。本 グループ研 究員 の組織 としての所属 は、大

阪大 学大学 院の文 学研究科(哲 学 講座)と 同人 間科 学研 究科(ボ ランティア人 間科 学講座 、人 問行

動学 講座)に わた ってい る。 しか し、幸い といお うか、少 なか らぬ メンバーは これ まで に共同研究

プロジェク トな どで互 いに一緒 に仕 事 を した経験 があ り、グループ として のま とまりを作 り出す の

にはあ まり苦労 しなかったような気 がす る。

私 た ちが発 足 当初 にお いて、 自分 たちの具体 的 なフィール ド、活動 目標 として想 定 した もの は

以下 の とお りであ る。

(1)臨 床 の場 の構 築 に向 けて 一 災 害救援 ・障害者 支援(大 阪大学 の身体 障害学生 修学 支援室

に対 す るサポー トを実践 の場 とす る)・遺 族支援(ホ スピスや病 院での)に つ いて の調 査分析 と、そ

れ に基づ いて具体 的 なシステムを立 ち上 げるた めのサポー トを行 う。

(2)〈語 りと対 話〉の より深 い理解 と内省 に向 けて 一 記 憶 と対 話の メカニズムにつ いて掘 り下

げる。 とくに 「謝 罪」におい ていか にして記憶 が構 成 ・再現 され るか、「博物館 」という記憶 を物象

化 する装置 ・設備 におい て何 が起 こ るの か、「災害」とい う事態 の記憶 が被 災者 らとの対話 の 中で

どの ように構 築 ・再現 され るかな どに重点 をおい て調 査研 究 を行 う。

加 えて、「死 の臨床」の比較 文化 的 調査 ならびに全 国実 態調 査 を行 って、そ れに基づ いて 末期 患

者 や遺族へ のサポー ト態勢 を検 討す る。

(3)臨 床現 場 の相 互 交 流 と対 話 に向 けて 一 どの ように してNGO問 の連帯 が可能 にな るか

につ いて の難 民キャンプ現 地調査(ネ パール)を含 め て、それ ぞれの 問題点 と解 決方 法 をもつ現場

同士 のインター フェイスの在 り方 を検 討す る。

(4)対 話 のモデ ル構 築 と対 話 を促 進 す る媒介 スキル の探 求 一 各界 の対話 実践家 を糾合 した

年1回 の 「対 話 シンポジウム」を基 盤 とし、また哲学 カフェや ソクラティク・ダイアローグを頻 繁 に開

催 して、市民 との対話 を実 際 に推進 し、対 話 を促 進す る具体 的な方法論 とスキルにつ いて知見 と

合 意 を積 み重ね てい く中で、公共 的事柄 の意 思決 定 に市民 が 参加 す る方 途につ いて も具体 的 な

モデルを策定 す る。
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こういったこ とを研 究対象 として設定 し、平行 して実 行 に移 していった、そ の中間 的な成果 が

本報 告書 に盛 り込 まれて いるわ けであ る。 これ以 外 にも、第一 回 「対話 シンポジウム」の模 様が別

途報告 書 として出 され るな ど、こ こに反 映 されてい ない調査 ・研 究活 動 もある。 他 方で 、今後取

り組み を深め ていか なけれ ばな らない研究 テーマや、その後重 点の置 き方 を変 え るこ とに なった

テーマが あ るこ とも事実 であ る。

さて、学 内外 との連 携 も本 プロジェク ト遂行 の ために は重 要で ある と思 われ る。平 成15年 度 よ

り私 たちの グループが中心 となって、大 阪大学 でCOE講 義科 目 「科 学 と社 会」を発 足 させ た。 こ

の 授 業の一 端 は今 回編 集 され るDVDに 収録 され てい る。「科 学 と社 会」は今後 もで きるだ け継

続 的に開講 し、全 学 の博 士 号取 得予 定者 に専 門 の枠 を越 えた視野 を身 につ ける機 会 を提 供す る

と同時 に、広 く市 民 に開放 す る方向 で考 えてい る。また、「科学 と社会 」という学際 的テーマ をせ

っか く立 てたか らに は、それ に基づ く学 内で の対話(授 業計 画の 策定 と方 向性 に関す る 自然科 学

系教官 とのす りあわせ と意見 交換)を 実現 して い きた い と、そ の機 をうかがってい る。

最後 になるが、〈現場 の知 〉にコミットして、共 同で言 葉 にしてい く臨床哲学 のプ ロジェク トに参

加 して きた私 として は、「臨床 と対話 」という研 究 グループ名 は、親 しみを もって受 け止め るこ と

が で きる。 他 のメンバーもおそ らくそ うでは ないか と推測 す るが 、私 たちの 間にあ る程 度の研 究

手法 の違い が存在 す るこ とも確 かであ ろう。メンバーが定期 的 に顔 を合 わせ る勉 強会 をすで に発

足 させ たの で、そ の場で互 い に学 び、手 法 の違 い を生 産的 な刺激 の レベ ルに まで高 めて、COE

プロジェクト全体 に貢献 してい くこともじきに可 能 にな るもの と期待 して いる。

008は じ め に
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もの ・ひ と ・と き ・ 「臨床 と対話」のために

中岡成文

翌》 は じめに

本COEプ ロジェク トの うちで も、私が かか わって いる 「臨床 と対話 」の班 の仕事 は実践性 ない

し現場 性 を とりわけ 強 く志 向す る もの とい えるので、 この拙 文 では、 その 出発点 とな りうるよう

な確 認事 項 をい くつか で も探 ってみ たい。 それ は、実 践 に臨む上 での、お互 いの言 葉遣 いの整理

・整 頓 の ようなものか もしれない。 それ は実践 の 緊急 性 に照 らす とあ ま りに悠長 な作業 に見 える

か もしれ ない が、現場 での勘違 いやす れ違 い を不用 意 に重 ね、〈誤解 〉の構 造 を固定 して しまわ な

いため には、 何 らか これに類 した基 本了解 を作 り上 げ るこ とが必 要 なので はないだ ろうか。「臨

床 哲学」とい う仕 事 に携 わって きた数年 間が 、その こ とを教 えて くれ た ように思 う。

同時 にひそ かに望 んでい るの は、〈人文 学の インターフェイス〉とい う本COEプ ロジェク トの主

題 の理解 に も、本稿 が一定 程度貢 献で きれ ばなお よい とい うこ とであ るが、それが 容易 に達成 で

きない こ とは もちろん承知 してい る。

なお、 た また ま本稿 の準備 中 に在 外研 究の機 会 を与 え られ たので、 そ の一端が 以下 の文章 に

普段 の拙 文 とは多少異 なった色 彩 を与 えてい るか もしれ ない。普段 の私の 思考習慣 、発想 法 とは

異 なる何 か、歴 史的背景 の考察 な どが 姿 を現 して いるか もしれない。 そ の 〈逸脱 〉が本稿 にい い

モ ーメン トを与 えてくれてい るこ とを自分 で は期 待 してい る。

なお、表 題 にあげ たテーマの うち、「もの」と「と き(時 間)」のみ節 の タイ トル として以下 に現 れ、

「ひ と」は明示 的には 出て こないが、ひ とが全体 の底 流 をなす関心 の的 になってい るこ とは、内容

か ら察 してい ただ ける ことと思 う。

写》 もの

まず は、「もの」につ いて考察 してみた い。

「もの 」を問 うわけ

なぜ、「もの」か ら始 めるのか。イギ リスの哲学 者 ホッブズは彼 の3部 か らな る哲学 体系 を、物体

010第1部 臨床 哲学 か ら



論 人 間論 市民 論か ら組 み立 てたが、その ひそ み に倣 うとい う気持 ちが私 にないで もない。た だ、

機 械論 者ホッブズの ように、あ る1つ の基本 原理 を発見 すれ ば、それ であ らゆる現象 が細大漏 ら

さず説 明で きる とは信 じてい ない。それ は私が携 わって きた臨床 哲学 の手法 とは異 なる し、おそ

らくは 〈人文 学の インターフェイス〉の 目指す ところ とも一致 しないであ ろう。

同 じように伝統 的哲学 で体系 的 と呼 ばれ て きた ような考察法 をとるつもりもない。「もの」の考

察 とい えば、存 在論 とい う哲 学の伝 統的 ディシプ リンに属す るので あろ うが 、存 在論 をて いねい

にや ろうな どとい う意 図が あ るわ けでは ない。 その ような純学 問的 な仕 事 に乗 り出す狙 い は、い

まの私か らもっとも遠い。もっとも、私は哲 学研 究 にか かわって きた人 間であ るし、そ の訓練 か ら

まった く離 れたや り方 は採 用 しにくい し、後 では実 際 にヘーゲ ルやハ イデガーの 「もの」論 を取 り

上 げ るこ とにな る。 ただ、そ の場 合 で も、現場 や実践 とい う観 点 を去 る ことはな く、他 の学 問領

域 や手法 に従って きた人 たち、 また格別 に は思 想 を気 にせず に生 きて きた人 たち との 〈インター

フェイス〉に開かれ てあ りたい と思 って い る。

新 しい哲 学運 動への 疑問 もの が眼中 にな い

改め て問いた い。もの とは、私 たちの社 会的 文脈 におい て、あ まりにも自明 で、眼中 に入れ る必

要 の ない ものな のだろ うか。

た しかに、私 たちが現 場 で出会 うのは、何 よ りも「ひ と(人 々)」だ と言 うべ きではあ ろう。人 々

の社 会や、その 中での 出来事 に出会 い、巻 き込 まれ、それ とともに行為 す るの だ と言 うべ きでは

あ ろう。 ひ とに会 って、私 たち 自身ひ とになるの だ と言 えよう。臨床 哲学 を展 開 して きた さいに

参考 にした動 きに、「哲学 カウンセ リング」とい うものが ある。 アメリカの哲学 カウンセラーL・マリ

ノブが最 近哲学 カウンセ リングの本 を出版 し、邦訳(抄 訳)も 出 た(渡 部昇 一訳 『考 え る力 をつ ける

哲学 の本』、三 笠書房)が 、そ こで は生 き方や 人間関係 の悩 み をどう切 り開 いてい くか という示唆

は各種 与 え られ ている もの の、〈もの〉の話 は出て こない。 もの とのかか わ りを見直す 中で、自分

や他 人 を見 直す というサジェスチョンは見 られ ない。

哲 学 カフェというフランスに発 した活動 に も、臨床 哲学 は多 くを学 び、自 らそれ を実践 して きた。

最近 、クリス トファー・フィリップスの 『ソクラテス ・カフェに ようこそ 一 誰 にで もで きる哲学 へ の

招待 』とい う本 が和訳 され た(森 丘 道訳、松 葉祥 一解説 、光文社)。 この本 か ら、哲 学 カフェに参加

した ことのない読者 も、カフェの具体 的 な様 子 をフォローす る ことが で きると同時 に、カフェにか

かわったことのあるものも、この新 た な哲 学的営 みの傾 向 につ いて改 めて反省 す ることがで きる。

場所 は、 サンフランシス コのカフェの中庭 であ る。 参加 者45人 ほ どが、「異 常 な精 神 とは何 か」

とい うテーマで熱 の こもった対話 を繰 り広 げた。 哲学 カフェで は問い を立 て るこ とが重要 なの だ

が、この とき問いは どん どん広 がって いった。いわ く、ヒトラー は精神 異常 者だったのか、(それ と
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も)あ の 時代 に は社 会そ の ものが 精神 異常 とい うべ き状態 に陥ってい た ので あり、ヒ トラーは単

に、己の利 に聡 く抜 け 目の ない、自己中心 的で冷酷 な精神 を備 えた 「正常 さ」を発揮 して、時代 の

異 常性 を十全 に引 きだ したにす ぎなかったのか、いやで いやで たま らな い仕 事 を続 け るため に、

一 日じゅう足 を棒 に して歩 きまわる営業 マンの精神 は、正 常 な状 態 にある と言 え るか、死 に瀕 し

ている病人 を、延命 装置 に よってむ りや りいつ まで も生 に縛 りつ けてお こうとす る社 会 は、異 常

だ と言 わざる をえないの では ないか、 一人 の人間が 正常 であ りなが ら同時 に異常 で もあ る とい

った事 態 は起 こりうるのだ ろうか、等 々。

これ らはいず れ も興味 深い 問いで あ り、しか も「異常 な精神 」というテーマ を現代 社 会の病理 に

即 してうまく掘 り下 げてい る。 ただ、「異 常」とい うキー ワー ドのあ い まい さ、多義性 に、議論 の成

り行 きがか かっている とい う印象 が、私 には否め なかった。歴史 的現象 や社会 病理 につい ての解

釈 論議 は、下 手 をす る と知 識の多寡 の争 い にな りがちだ し、営業 マンや延命 装置 につ いてのアク

チュアル な問い も、問題 の本 当 の分 析や解 決 に近づ いてい るのか どうか。地 に足の着 い た問い に

なって いるのか。議 論 のための議 論 になって いない か。

この本 の次 の箇 所 を読 んで いて、私 の違和 感の原 因が 少 し明 らか になったように思 った。あ る

哲 学カフェの とき、「なぜ 問 いか けるのか」とい う問いが 出 され、人 々は困惑 した という。 問いか

け とは厳密 に何 なのか 、問 いか けの真 の 目的 は何 か につ いて、み んな 自分 だけの解 釈 をもって い

るこ とが判 明 したの だ とい う。 あ る人 は、「人 間は どんな答 えが ほしい かわかってい る ときだ け

問いか けをす る」とい う。 この人 た ちは、「どう、私 のヘ アスタイル?」 とい う問い に対 して、「いや

あ、す ご くみっともない わよ」という答 えは望んで お らず 、「とて もすて きよ」とい う答 えだけが あ

る と思ってい る、と。人間の心 理 として は、確 か にその とお りか もしれない。けれ ど、そ れでは あ

ま りに も「特定 の人 に向 けた」(アド・ホミネム)言 葉 のや りとりにす ぎない。む しろ、「ヘ アスタイル」

とい う「もの」に注 目してみ た らどうだろ う。 質問者 が 「自分 の容姿 はどう見 られ てい るか」とい

うこだ わりで動 くだ けで はな く、 また相 手 も質問者へ の感情 や遠慮 で反 応す るだけ では なく、双

方 とも「ヘ ァス タイル」を多 少 とも真剣 に考 えてい るな ら、その と きこそ、問い かけ を きっか けに

した対 話 と発 見 が起 こ り得 るので はない だろ うか。 具 体 的 な 「もの」、それ にか かわ る各 自の経

験 、こういった ものに基 づか なけれ ば、対話 や議論 は空 中戦 に終 わってしまう。

もの との関係 で 見 る

こう考 え るこ とはで きない だろうか。 私 た ちは じっさいは繰 り返 し、「もの」にも出会 ってい る

のだ。「もの」の世界 が どんな驚 きに満 ちてい るか 、私 たち は(幼 児以 来)忘 れて いるだ けなの だ。

「もの」は私た ちの世界 の、そして社 会の基 底 の一部 であ る。社 会 が 「もの」の集 ま りだ と言 って し

まえば 当を失す るに して も、「もの」が 真 に見 えて いな ければ、 じつ は 「ひ と(人 々)」 に さえま と
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もには出会 えて いないか もしれ ないの だ。か りに社 会の領 域 を離 れ、〈自然池 帰 らなけ れば「もの」

に会え ない とすれ ば、それ は社 会 自体 が貧 しい しるしで はない だろ うか。私た ちは(あ る意味で)

動物 で もある と同 じく、「もの」でもあ るので はないか。

それ は、人間が(精 神 のほか に)身 体 をもってい る とい う、ただそ れだ けの意味 では ない し、唯

物論 を唱導 す るこ とを も意 味 しない。 唯物論 が 「もの」をもっ とも正 しく、豊か に見て いる とは限

らない。私 たちが たんな るもの(物)だ と、私 は主張 してい ない。そ れに、「たん なる」もの とは何 か、

いったい誰 に教 えてもらえるだろ うか。.それ より、パス カルの習慣(自 動機械)論 に耳 を傾け るほ

うが 賢明 だ と私 は思 う。彼 は次 の ように論 じた(前 田陽一他 訳 『パ ンセ』252番 、中公 文庫)。「われ

わ れは精神 であ るの と同程 度 に自動 機械 であ る」。 だか ら、説 得 の手段 は論 証 だけで はない し、

そ もそ も証 明 され てい るものは少 ない。「明 日は くるだろう、 またわれ われ は死 ぬだ ろうとい うこ

とを、いったいだれが 証明 したで あろ う」。 む しろ習慣 こそわれ われの もっとも有 力 な証拠 とな

る。「習慣 は自動機械 を傾 けさせ、自動 機械 は精神 を知 らず 知 らず のうちに引 きず ってい く」。 宗

教 や、文化 、職業 を形 作 るのは、すべ て習慣 で ある、と。この意味 で、「ひ と」も「もの」だ とは言 え

ないだろ うか。

交接 と摂 動へ の予期

注 意 してお きたいの だが、「もの」や 「ひ と」な どをそれぞ れ独 立 の領域 として設定 し、川頁番 に

考察 しても、「もの」や 「ひ と」が 互 いにクロスす る動 きに光 を当て なければ、そ の分 析 は 「臨床 と

対話 」の役 に立つ ほ どの具象 性 には至 らない だろう。 た とえば、境 界 を越 える出来事 ない し行為

の1つ として、遊 びを取 り上 げる こともで きる。遊 びは、ホイジンガも述 べた とお り、日常生 活(「ま

じめ」)を 一時 中断 して、固有 のプログラム とルール を持 つ世界 を作 り出 し、「まじめ」 との終 わ り

ない対 立 と和解 の過 程 を織 り成す わけだが 、そ こには 「もの」、「ひ と」、さ らには通 常の 「こと」を

も横 断す るダイナ ミズムと根 源性が 秘 め られて いる。

また、ジェスチュアというもの は どうか と考 えてみ るこ ともで きる。 叫び もそうなのだが、身振

りの奥底 へ分 け入っていけ ば、そ こで 「ひ と」が 「もの」や動物(こ れ も「もの」の 一種 とみなせ る

か もしれ ない)と さえ共有 し、そ こで交流 しうるあ る領 域 に導 かれ は しないだ ろうか。 ジェスチュ

アに照準 を合 わせ てい けば、言葉(分 節言語)お よびそれ に基 づ く対話 の一定 の限界 が示 唆 され 、

「臨床 と対話 」とい う問題設定 が無効 にな りしないものの 、 その意 味合 いの再考 を強 い られ るこ

とになるのか もしれない。 た とえば、ふ つうの言 葉 を話せ ない人が、身振 りや 叫 びを通 して対話

に参加 す るこ とはで きるのか、その場合 対話 は どの ように変化 す るのか、な ど。

しか し、今 あげ た遊 びや ジェスチ ュアについ ての詳 しい考察 は別 の機 会 に譲 るこ ととし、 とも

か くも「もの」が 「も.の」の ま ま、「ひ と」が 「ひ と」の まま隔 絶 され るわ けでは ない ことに、とりわ

013



け 「もの」を介 して 「ひ と」が相互 行為 す るという方向性 に、ここで は注 意 を向けて お きたい。もの

が ひ とを媒 介す る例 は枚挙 にい とまないが、もの は人 間関係 にフィー ドバ ックす るこ ともあ る。

夫が夕飯 の買 い物 を任 され た。酒 の肴 に好 適 な自分の好 物 をたっぷ り買 って くる。ふつ うのお

惣菜 を期待 していた妻 は機嫌 を悪 くす る。この場 合、夫 の好物 とい う「もの」が、夫婦 とい う「ひ と」

の 間の関係 を反映 し、またそれ に はね 返って くる。もの は、好 み とか 、癖 とか、習慣 とかい う形 で

人 間関係 に入 り込 んでい る。 これに似 た ような、あ るい はもっと適切 な例 はほか にい くらでも考

えられるだ ろう。何 しろ、ものはた んなる 「もの」には とどま らず、そ れ と 「ひ と」や 「こ と」との境

界 は限 りなく入 り組 んで いるの だ。

贈与 の もの一 ひ と性

ものが単 な るもので はな く、ひ との刻 印、人 間関係 の刻 印を帯 びてい るケース は、贈 与 という慣

習 にも見 られる。文化 人類 学者 出口顕 に よれ ば、贈 られた ものは、ただの くもの〉では なく、贈 り手

の人格 特徴 ・痕跡 が宿 ってい るので、受 け取 った人 はその痕跡 か ら自由 になれ ないのだ という。

これ に当 た る適切 な例 か どうか わか らないが、以前、私 の年上 の友人(当 時の 同僚)に 、高級 と

され るブランデーをあ げた ことが あ る。 た また ま他 のお 酒 と一緒 に ただで多数 手 に入 った ので、

自分 だけで全 部飲 む気 にもなれ ず、ま して捨て るの はもった いない と思 い、お酒 の好 きな彼 にと、

深 く考 えず に奥 さん を通 して差 し上 げた。す る と翌 日、奥 さんが 返 しに来 た。ふだ んは にこに こ

してい る彼 が、「もらうい われ はない、返 してこい」とかな りの剣 幕だ った らしい。私 自身 な ら喜 ん

で、贈 り主 に借 りを感 じる こともな く、受 け取 り、消 費 しただ ろう。自分 があ ま りに無考 えだ ったの

か、自分 は社 会 の常識 に疎 い特 別 な人間 なのか。今 で も鈍 い とげ となって この 問いが残 って いる。

贈 与が この ように こわ一い こ とで ある とす れば、いったい何 を人 に贈 るか 、いや贈 れ るのか は

ず いぶん 頭 の痛 い 問 題 となる。さ らに、贈与 された と き、何 が 贈 られ た もの の対 価 に なるのか、

なりうるのか。 贈 られ た もの に見合 うもの を贈 り返す ことで 、バ ランスを回復す る しか ない のか。

贈 り返 す ことが不可 能な と きは どうす れ ばいいの か。とりあ えず、言 葉 と態 度 で感 謝 を示すべ き

なのか。しか し、どの ような言 葉 と態 度が、感謝 の 「意 を示す 」のに十分 な重 み を持つ の だろうか。

とつ おいつ考 えて いる と、意 気地 のない私 な どは、もの がひ とに過重 な負 荷 を与 える(と 思 え る)

贈与 関係 な どは社 会か ら消 えてしまったほ うがいい とい う結論 に達 しが ちな のだが、その贈与 を

受 けな けれ ば私が 生 きてい られ ない場合 な ど、そん なに さば さば して はい られ ない。先 に述べ た

出 ロは、臓器 移植 の レシピエ ントはそん な立場 にあ るという。 臓器 とい う、ひ との アイデンティテ

ィと直結 する もの、本来 は他 人 に譲渡 で きない もの を、そ れで も譲渡 して もらう。そ こに負 い 目が

生ず る。 それ に反 して、臓器 売買 は倫 理 的に大 きな問題 だが、商 品 としての臓 器 であれ ば、受 け

手 は負 い 目を持 たず にす む。 また、他 人 の体 か ら〈もの〉をもらうにして も、そ れが血 液で あるな
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ら(輸血)、 たん なるもの とは言 い切 れぬ にせ よ、臓 器 ほ どの 〈ひ と〉くささは伴 わないで あろ う。

そ のような比較 の議論 があ るのだ。

もの の多様 さ

「もの」という範疇 を孤立 して捉 え ないため、その複 雑 さを とりあ えず い くつか簡 単 に指摘 して

お こう。

(1)電 気 は ものであ ろうか。 英語 ではelectricityと い うが、この英語 の語尾 はた とえば 「有 効

性 」validityと い う言 葉 の語 尾 と共通 してお り、一 般 に状 態や性 質 な どにか かわ る抽象 名詞 を形

作 るものであ る。電気 とは電 気 「性」なので あろうか。もの と状態 や性 質や機構 ・制度 な どが 区別

しが たい というの は、「もの」 に当た るラテン語resの 用法 におい てす で に明 らか な ことで ある。

respublicaと い えば共和 国(国 家)で あるが、それ は文 字通 りには 「公共 の もの」を意 味す る。

(2)や や通俗 的で あるが、「神 は 自分 が持 ち上げ ることので きない石 を創造 で きるか」とい うキ

リス ト教神 学上 の奇問 ・難 問があ る とい う。この 問い にイエ スと言 って しまえば、神 は石 を持 ち上

げる ことは 「で きない」ことにな り、ノー と言って しまった ら神 には創造 で きない 「もの」があ るこ

とにな る。どち らにして も、「全 能」で ある とされる神 が きず を抱 え込 む ことにな りこ とにな り、デ

ィレンマに導 かれ る。 これな どは、神 を、創 造す る とい う能力 をもつ疑似 人間(ひ と)的 な主体 、石

を、「神 に も持 ち上 げ られ ない 」とい う性 質 をもつ 「もの」とみ なす ことか ら生 じる理論 的窮地 で

あろう。これ は神 学の話 であ るが、もっと日常 的な次元 で も、われ われは もしか して似 た ような窮

屈 な考 え方 を して、自らをディレンマに追い込 んで はいな いだろ うか。

(3)「存 在(す る こと、す る もの)は 善で ある」という、カ トリックの ある前提。大 阪万博 が資本 主

義(今 日で あれば悪 しきグローバ リズム と呼 ばれたか もしれない)の 害悪 を正 当化 す る とい うか ど

で政治的 に批判 された と き、当時 の 日本 カ トリック教 会 のあ る人物 は、「か りに悪 しき場所 で はあ

って も、そ こに姿 を現す こと、現前 を示す こ とが(神 の地上 にお ける代表者 であ る)教 会 の義務

であ る」とい う論拠 で、教会 パビリオンの 出店 を擁 護 した。思 えば、「ひ とはともか くも生 き続 ける

ほうがいい」とい う(従来 の)医 療倫 理 の前提 も、これ と似 た ような論理 で はなかったか。

(4)た とえば、汚 れ とは物 で あろうか。 いや 、そ うだ とは誰 もい うまい。汚 れは物 についた り、

物 か ら落 ちた りす るものであ る。他 方、汚 れが 〈もの〉視 される こ と、物 象化 され るこ ともあ る。ス

ケープゴー ト。そ の ように対 象化 され るこ とで、ひ とや共 同体 が 「汚 い」現象 か ら救 わ れる とされ

るこ ともあ る。禊 に よって、穢 れが 払い 落 とされる とい う観 念 もそれ に属 す るかもしれない。す る

と、ヘ ーゲルが洞 察 した ように、物 象化 が一定 の社会 的効用 を目指 して、半 ば意識 的 に利用 され

るこ ともあ るわけ だ。

(5)「 君 は僕の もの 」という。もち ろん所 有物 の意 であ るが 、所 有 につい ての議論 も欠かす わ け
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には いかな い。

以上 にあ げた ような、〈もの〉とい うカテゴリーのあい まい さ、多義性 などは忘れ ずにお くとして

も、人や 出来事 とい うカテゴリーに直行す る前 に、私た ちが出会 う物質、物 体、物 とは要す るに何

なのか につ いて考 えておい ても損 はない。

見 る対 象 と して の もの ヘ ーゲル の 「もの 」論

ヘーゲルの 「もの」論 を垣 間見 るため に、彼 の主著 の ひ とつ 『精神 現象学 』をひ もとくこ ととす

る。 ヘーゲル はこの書で 、人間が もっとも原初 的な(つ まり、社会性 や歴 史性 を捨 象 した)世 界へ

の対 し方か ら始め て、彼が 「絶 対知 」と呼ぶ もっとも高次 の、世 界 と宥 和 した知 のあ り方 に進む過

程 を跡付 け る。 もっとも原初 的 な知 の形 は、「感覚 的確信 」である。今 が昼 な ら昼 、ここが 教室 の

中な ら教 室 の中 と、その時 々の 自分 の直接 的意識 に安住 して、その 〈外〉と比 較 する ことな ど思 い

もつか ぬ単純 な知が それ であ る。それ に続 い て出て くるの が、「知覚 」という知の形 であ る。

知覚 は世界 を基本 的 には 「もの」(の集合)と して認識す る。 知 覚 に とって の対 象 は、「多 くの性

質 をもった物」であ る。た とえば、塩 とい う物 は、「白い」、「塩 辛 い」、「結 晶体 で ある」、「一 定の重

さを持 つ」な どの性 質 をもつ。 そ れ らの性 質 は、塩 とい う単 一 な物(媒 体)の 内に、相互 に干渉せ

ず に共 在 してい る。しかし、これ らの性 質 は「排他 的」な、つ まり「他 を否 定す る」もので あるの で、

単一 な物(媒 体)の 外 に はみ出す側 面 を持 つ。た とえば、「白い」のは、塩 だけで はない。他 の「白い」

もの と白 さを比較 した とき、どうなるか。塩 に火 をつ けて焼 くと、白さは どう変化 す るか、等 々。

もう一段 と反省 を加 える と、次 の ことが わか る。知覚 において、物の いろい ろな性 質 が現れ て

くるが、ひ とつ の物 はあ くまで ひ とつで あ り、性 質の多 様性 は 「私 たちの 中で生ず る」。物 は私 た

ちの眼 に触 れるか ら白い のであ り、我 々の舌 に さわ るか ら塩辛 いの であ る、等 々。

この ように、見 る 「私 た ち」の観点 を強調 す るこ とは、私 た ちが ふつ うに もの を見 る態 度 とは違

い、すで に十分哲 学 くさいか もしれ ないが、ちょっ とひねった見方 としてそれ な りに理解 して もら

えるこ とと思 う。 ところが、ヘ ーゲルは ここで立 ち止 まらない。物 は性質 の多様 な集合体 で ある

(塩は白 くもあ り、立 方体 で もあ り、塩 辛 くもあ る)反 面 で、物 の諸性 質 は相 互 に排 除 しあ う(塩は白

くあ る限 りは、立 方体 では なく、立 方体 であ り、白 くもある限 り、塩 辛 くはない)。この 「限 りにお いて」

とい う言葉 を使 え ば、諸性 質 を互い に区別 しつつ、物 の一性 を維持す るこ とがで きる ようにも思

える。 しか し、これで は物 は ほん とうに 「一」で ある とはいえず 、「ただ表 面 をか こむ もの」にす ぎ

ない。物 はそのうちに差異 を抱 える とき、問題 なく「一」であ る とはい えない のであ る。

もう一度考 えて み よう。ひ とつ の物が 物で あるの は、他 の物 とは違 うか らだ。しか し、「違 う」と

言 えるの は、比較 してい るか らで あ り、比 較 で きるの は、その物 が他 の物 と一定 の 関係 を持 って

い るか らだ。 物 は絶対 的な性格 を持 ち、したがって他 の物 とは対立 す る という形 で、他 の物 と関
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係 してい る。 物 とはその 「関係」に他 ならない。「だが 、この 関係 は物 の 自立性 を否 定す るもので

あ る」。「そ こでむ しろ、物 は、自らの本 質 的性 質 に よって亡 びる ことに なる」。 これがヘーゲルの

弁証 法の典型 的 な物 言い であ る。

使 う対 象 としての もの ハ イデガーの 「もの」論

へ一ゲル とは違 い、ハイデガー はひ とに用 い られ る 「もの」の性格 を重視 す る。彼 の 『形 而上学

入 門』(川原栄 峰訳、平 凡社 ライブラリー)を 参考 に してみ る。

少 し長 いが引用 す る。「先 走った理論 に誘惑 され ないで、手 近 にある任意 の ものにおい て、物 を

それ があ るとお りに経験 す るとい うことが大切 であ る。 ここにあ る一本 の この白墨 は長 くて、相

当堅 くて、一 定の形 を した灰 白色 の物 であ り、何が どうあ ろうととにか く、それ は書 くた めの一つ

の物 であ る。 ここに横 たわ ってい る とい うこ とが、確 か にほかな らぬ この もの に属 して いる と同

じように、ここにな く、これ だけの大 きさで な くあ りうる というこ とも、この物 に属 して いる。 黒

板 にす りつ けられて使 い減 らされ るという可能性 は、決 して単 にわ れわれが この物 に考 え加 えた

もの ではな い。 この存 在者 としての物 その ものが この可能性 の中 にあ るの であって、そ うでなけ

れ ば、それ は決 して筆記具 としての 白墨 で はないで あろう」。

この引用か らも明 らかな とお り、ハイデ ガーは物 を 「性 質の容 器(媒 体)」 とは考 えない。 また、

物 を観 察の対象(そ こにあ るもの)と して よ りは、道具(手 元 にあ るもの)と 捉 える。

私 たち はふ だん、分析 的 ・記 述的 にで はな く、慣 れか ら、直 感か ら、あ るもの をあ る もの として

認識 し、それ に反 応す る。「われ われ はオー トバイを聞 く、それが大 きな音 をた てて通 りを疾 走す

るの を聞 く。われ われ は大 雷鳥 を、それ がそ びえ る森 をすべ る ように飛 び越 えてい くの を聞 く。

しか しほん とうは、われ われ はただモーターのバ タバタいう物 音 や、大雷 鳥が たて る物音 を聞 く

だ けであ る。純 粋 な物 音 を記 述す るな どとい うことは大変 むずか しく、われ われ には不 慣 れであ

る。とい うのは、そ れは われ わ れが 普 通 聞いて いる ものでは ないか らで ある。われ わ れ は[単 な

る物音 に比べ る ならば]い つ で もそれ より以上 を聞いてい る」。

私 たち はここで、ハ イデガー の存 在論 を真っ向か ら取 り上 げる必要 はない。彼 の意 には必ず し

も沿 わないか もしれないが 、従来 の哲学 の ように 「もの」を観察 の対象 として取 り上 げ るのでは な

く、日常 的な使用 に 目を向けた彼 の慧眼 に敬意 を払いつ つ、「臨床 と対話 」の基礎 的 な知見 として

取 り入 れたい だけで ある。彼 の主著 『存在 と時間』の一部 が近年 ケア論 としてクローズ アップ され

たの には、十分 な理 由があ る。 必 要 な限定 を加 えれ ば、ハイデ ガーのテ クス トをその ように読み

とるこ とは許 されて よい。
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写》 とき(時間)

「とき(時 間)と は何 か」とい う問い方 は今 はしな いでお こう。現 場 におい て、論 を立 て る以前 に、

す で に時は流 れてお り、その 中で私 たちは相 互行為 を積 み重 ねて い く。 私 が今 注 目したいの は、

時の流 れが、「今」と思わ れる ものが、しば しば各人 に よって異 なる とい う事 実で ある。

検討 を抜 きに言 えば、時 聞を論 じた これ までの哲学 は、人 間が ただ一人 で、あ たか もすべ て の

人 間 を代 表す るかの ように立 って、時 間の中 にい るか の ように考 えて きた という印象 を、私 はぬ

ぐえ ない。

時 間の 共有

じっさいに は、個 人 はさ まざまに異 なる時 間の流 れ の中 にいる。 空 間的 に 「同 じ」ところに居

て さえ、思 いがす れ違 うとい うこ とが起 こる。 同床 異夢 とい う言葉 が あるゆ えんであ る。社 会的

相 互行為 が調和 あ るもの となるため の条件 は、顔 を合 わせ 、時間 を共有す る ことであ る。 時間 を

共 有す る?そ うい うと、「時間 はもともと私 たちすべ てに共通 な もの」とい う考 えが、ふ たたび頭

をもた げて くるか もしれない。時計 があ るし、カレンダーもあ る。私 たちが時 間 を互 い にか み合 わ

せ る手段 はい くらもあ るでは ないか。それ に対 し、ふ たたび言 おう。時計や カレンダーで は合 わせ

られな いものが ある。 た とえ ば、8月6日 は広島 では、原爆 記念 日で ある。 しか し、日本の他 の地

域 で は、同 じ日を まった く別の こ とを思 いなが ら、悼 み とは別種 の営 みで過 ごす人 のほ うが圧 倒

的に多 いだ ろう。そ して、広 島 でも原爆 の記憶 は風化 しつ つあ る。この ような風潮 に逆 らって、「思

い起 こさせ る」こ と、「覚 え よ」と訴 えるこ と、それ は可能 であ るにして も、マス コミのルーティン

的報道 な どの 〈お約 束〉性 を どの程度(い い意 味で)裏 切 り、出 し抜 け るか を問 われ るだろう。

とい うわけで、ざっ と考 えただ けでも、他 人 と 「時 間を共有す る」こ とはなかなか に難 しい こ と

が わか る。 伝 えたい メッセージと意欲 を持 つ人 に とっては、相 手 と顔 が合 わない、目が合 わ ない

のは、じりじりとい らだた しく感 じられ る。 しか し、だか らこそあせ らないで、相 手 に 〈時 間 を与

える〉こ とが、真 の出会 いの ために必 要なの だろ う。

音 楽的 な場 の共有

言葉 を介 さない出会 いの場 を考 えてみ よう。 アイルランドの伝統 音楽(ア イリッシュ・トラッド)

のセッションがパ ブで行 われ る。「行 わ れる」というの は不 適切 か もしれ ない。この音楽 は(多 くは

「プ ロ」で はない常連 たち を中心 とす る)自発 性、即興 性 を特徴 とす るので、む しろ「生 まれ る」、「起

こる」と言 った ほうがい いのだ ろう。一人 がバイオリンで ある旋律 を弾 き始 め る。しば らくして二

人 目が フルー トで追っかけ る。そ して三人 目がア コーデ ィオンを持 って加 わ り… とい うふ うにセ ッ
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ションの規模 が次 第 に拡 大 してい くか と思 って見 てい る と、誰 かが ふい と手 を休 めて手元 のギネ

ス をあお る、煙草 を一本 吸 う。

この ように飛 び入 りや各 自休 憩 の 自由 な演 奏が 「起 こる」中で、聴 衆の誰 かが踊 りだす。アイル

ランドの伝統 的 なステップで。 プレイヤーた ちは演奏 に夢 中だが、少 しして気 づ き、踊 り手 を見 な

が ら、踊 りに合 わせ、踊 りを鼓舞 す る(そ の ような意 味で踊 り手 をケアする)要 素 を音 楽 に交 える。

さて、この場合 、プレイヤーた ち と踊 り手 はいつ か ら時 間 を共有 してい るといえ るのだ ろうか。

踊 り手 が音楽 に反応 し、 むず むず し始 めた ときか。 踊 り手が 立 ち上 がってステップ を踏 み始 めた

ときか。その ことにプレイヤーたちが気づ い た ときか。そ の後 しば らくして踊 り手 をケアし始 めた

ときか。 そ れ ともさ らに時 間が流れ て、演奏 と踊 りがうまく調和 し、渾然 一体 となった と き、は じ

めて両 者 は 「時間 を共有」してい る とい えるのか。

い ま、そのパ ブを改め て見 回 してみ る と、もっと微 妙 な場 の 「共 有」関係 も目に映る。パブ にい

る人 たちみ んながセ ッションに集 中 してい るか とい うと、決 してそ うでは ない のだ。演奏 そ この け

で、自分た ちの会話 に興 じてい るグループ も少 な くない。 しか も、演奏 して いるテーブルのす ぐそ

ばで 、大声 で話 してい る客 もい る。プレイヤー たちはそ れを まった く意 に介 さず、まるでそ れが演

奏風 景の一 部で あるかの ように、平然 と演奏 を続 ける。会 話者 たちが演 奏者 と時 間を共有 して い

な いか とい うと、そうで もない。セ ッシ ョンが ある ことを承 知 で来てい るのだ し、た まに振 り返っ

て拍 手 を送 って もいる。 しか し、本 当 に音 楽 は どうで もよく、ギネス と会話 を楽 しみに来 てい る人

た ちもい るのか もしれ ない。はっきりしてい るの は、アイルランドのパ ブで は、セッションとはい ろ

い ろな付 き合 い方が あ り、セッションの中 でも外 でもい ろいろ な境界 面が あ るということだ。

時 間 のマ ネジメン ト

ギリシア語 には、決定 すべ き時、潮時 、好 機 という意味合 いの 「カイロス」という言葉 があって、

無慈悲 にあ らゆ る出来 事 を忘 却の かなた に運 び去 ってしまう均 質な時 間流 「クロノス」と対比 で き

る。後 者 に情 けない思 い をす る身 として は、カイロス という言葉 は人生 のメリハ リのあ る時 間性 を

言 い当てて いる ようで 、あ りが た く感 じられ るの だが、ただ これ とて、カイロス に(神 仏や運 命 の

管理化 に)真 の出会 いを預 ける とい う方 向 に解釈 したの では、怠 慢の そ しりを免れ ない。 やや強

引か もしれ ないが、「人事 を尽 くして天命 を待 つ」とい うこ とわ ざは、出会いへ 向 けて準 備す る心

構 えを表現 した もの と理解 してもいい のだ ろう。 無為 では な く、真 の有為 を探 り当て るこ とが求

め られてい る。

以 上要す るに、思 いに染 まぬ こ とが さまざ まに起 こる人 の世 の 「偶発 性」contingencyと い

うこ とに注 目し、人 間関係 の中 の 「遊 び(空 隙)」や相 手の リズムを尊 重す る一方 で、まった くの無

一責 任 に走 るの では なく、経験 に基 づ く一 定の予測 を立 てる ことが大切 なのだ ろう。 もし相 手が
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思うように 自分 を表 現で きず、言葉 にで きない として も、相手の 戸惑 い と努力 を尊重 しつつ 見守

る こと。そ れ は教育 の場 で も教 える側 に要求 され る慎 重 さで ある だろう。加 えて、教わ る側 の無

一能 力(な い し未 一 能力)は 教 える側 の不 適切 さに原 因があ るか もしれ ない
。 教育 プログラムが

設定 した枠 やスケジュールその ものが はたして適切 なもので あるか どうか。 教わ る側 に期待 され

てい る成 長や進 歩が、じつ は不 適切 な価値観 や 目標 に基づ い ているか もしれない。そ の ように自

分 の側 に反省 の 目を返 しなが ら、相手 を見守 るこ と。

しか し、繰 り返す ことになるが、一切 の働 きか け を手控 えれ ば時 間の共有 が実現 す るわけで も

ない。 あ りの ままの相 手 を受 け入 れ る、尊 重す る とい う言葉 は美 しいし、時 間 を共 有す るための

出発 点 にな る態度 で はある。けれ ども、相 手はす で に一定 の社 会的 な価 値観 や約束 事の うちにあ

り、それに応 じた願望 に動 か され てい る。 そ の ような社 会性 は、社 会的 時間 を前提 してい る。 そ

して、社 会的 時間 は無 尽蔵 にあ るもので はない。相 手 も私 も、同 じように社 会 的時間 の中で生 活 し、

記憶 し、待望 している面が あ る。時間的共 有 は二 人の 閉 ざされた個人 的関係 としてのみ起 こるこ

とでは ない。互 い を見 や り、見合 い、社 会 を顧 みつ つ、私た ちは時 間を 「合 わせ る」ように努め る

のであ ろう。

時 間 と 〈わ れ ら〉

三好達 治 は詩 「草千里 浜」の 中で、「二 十年(は た とせ)の 月 日と 友 と/わ れ をお きて いつち ゆ

きけむ」とうた った。「いつ ち」は古語 で 「何処 へ」、「ち」は道、方 向 を意 味す る。過 ぎ去 った 「月日」

は どこかへ 去った。 しか し、その 「何処 か」は確 かに 自分 の うちにあ ると詩 人 は、そ して私 たちの

多 くも感 じる。 そ れは詩 人の ように広大 な、そ して神話 の地高千穂 を近 くに控 えた、阿蘇 の草 千

里 を望 んだ経験 あって こそ、生 き生 きと立ち上が る感慨 か もしれ ないが。

かつ てベ ルギー のブルージュに旅 した こ とがあ る。 この地 はレース編みや運 河 な ど、 ともか く

穏や かで繊 細で文 化的 な もの で観光 客 を引 きつ けてい る。カリヨンで有名 な鐘楼 か ら遠 くない一

角 を歩 い ていて、あ る教会 に出 会った。 その壁 に は、通行 人に突 きつ けるかの ように、「われ らを

覚 え よ(忘 れる な)」の文句が 刻 まれてい るのだ。 その下 を見 る と、私の 読みが正 しけれ ばだが、

「ダッハウ強 制収容 所の 政治犯 たち の灰 が地 下聖堂 に納 め られ ている」と書 か れてい る。

なぜナチの犠牲 者 たちの記憶 が こ こに留 めおか れて いるのか わか らぬまま、に わかに神妙 な気

分 になって、そ の壁 の先 を見 る と、第一 次大戦 で死 んだ 当地ブルージュの 出身者 たちの名前 が列

挙 され た板 がか かって い る。 さらにその先 に は、第二 次大 戦で死 んだ 人々の名 も。「祖 国のため

に」とい う言葉 も混 じっていた ような気が す るが 、定か では ない。ともあれ、「わ れ らを覚 え よ」と

要求 してい るその 「われ ら」とは誰 なめ か という疑問 が湧 いて きた。

ベ ルギー と文化的伝 統 を共 有す るオランダのあ る詩人 は、「私た ちは忘 れる、神 は覚 える」とう
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たっている。 歴 史的事 件 にかかわ った者 たちが、その事件 の 「意 味」を必 死 で人間一般 の健忘 症

か ら守 ろうとす るあげ く、そ の 「記憶」を超 越的 な存 在 に預 ける しかない と思 い定 めた とす れば、

私た ちはそ こか ら何 を学 べ ばいいの だろ うか 。や は り人間存 在 は有 限で、その 力 は頼 むに足 りな

い という、古 来の宗教 的知 恵 を確認 す るこ とか。 それ ともヘーゲルや フォイエルバ ッハが宗教 批

判 として指摘 したように、宗教 とて人 間の本質 の 「外化 」で あ り、「覚 える」こ とは人 間 にも極 限的

には可能 だ とい うこ とだ ろうか。「私 た ちは忘 れ る」という嘆 きは、「忘 れない」ことへ の絶望 的 な

希 求 に支 え られ てこそ、痛切 さを保 つ。

個 人 の誓いや 努力 で、その個 人の 中で、「忘 れない」こ とが実 現す るこ ともある だろう。しか し、

「私 た ちが忘 れ ない」ため には どうすれ ばい いのだ ろうか。「私 た ち」の範 囲を限定 し、仲 間や 共同

体 で記念碑 を建 て、定期的 に記念 の営み を繰 り返 し、風 化 の力 に抗 して記憶 を更新 しようとす る
し

こ とも可能 だ ろう。 しか し、そ の ような 「私 た ち」の限定 を も避 け ようとす る な らば?「 ひ とを殺

す な」、「戦 争 はす る ことは よくない」という、確 か に普遍 妥 当性 を持 つアピールに思 い をまとめ上

げ、可能 なすべ ての 〈ひ と〉を 〈わ れ ら〉の 中に含 める ことにな るのだろ うか。

文 化 と政 治

ベルギーの文 化 的壮 麗 さとは対照 的 に感 じ られ るこの死 の影 は どこか ら射 してい るの だろ う

か。それ は当初 思 うぽ どには、ブルージュに とって外的 では ないのか もしれない。一 そ う思 った

のは、ローデ ンバ ックとい う作 家が 「死都 ブルー ジュ」(1892年)と い う文 章 を書 き、ブルージュを

あ る登場 人物 の 「死」その ものに等置 したこ とを知 ったか らか もしれ ない。「人々の精神 状態 と結

ばれ あい、行為 す る よう忠告 した り、それ を思 い とどま らせ た り、決 心 させ た りす る一 人の 主要

人物 のような 『都市 』を描 きたか った 」と、ローデ ンバ ックは述べ て いる。

ブルージュは中世以 降発展 をとめた(立 ち止 まった=死 んだ)街 であ るが、そ れゆ えに美 しいの

だ とい われてい る 。確 か に、街 の 中心 をなす マルク ト広場 は過去 か らの み照射 され、それ ゆ え「世

界 一美 しい広場 」という評 を裏 付 ける無垢 さに満 ちてい るようにも見 え る。

そ の後 、私 はアントワープの聖 母大聖 堂(カ テ ドラル)を訪 れた。そ の一番後 陣 に殉 職 した聖職 者

たちが記 念 されてい る。1960年 代 の コンゴで 亡 くなった人が多 い。コンゴ とい えば旧ベルギー領

であ る。 ベ ルギー は 「中世の秋 」にまで さか のぼ らず とも、 もっと近 い過 去 に植 民地 を持ってい

た政治 的大国 であったのだ。その文脈 での 「死 」も、ベルギーの今 を複雑 に彩 ってい るのであ ろう。

「こ こ」の割拠 草の根 権力

アントワー プの 聖母 大 聖堂 。日本 で こそ 有名 だが、現地 で はほ とん ど知 られ ていない 文学作 品

「フランダース の犬 』で、主 人公 ネロ少 年が 憧 れ て見 に行 き、そして その前 で冷た くなってい た と
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い う、有 名 なルーベ ンスの祭壇画 の あるカテドラルであ る。

この大聖 堂に限 らないが 、カテ ドラル ははた して統合 され た1つ の場 所、1つ の 「こ こ」なの で

あ ろうか。この大 聖 堂 は一 番 高い ところ(塔 のて っぺん)で123メ ー トルある とい う。そ の内部 の

空間 は、少 なく見積 もって も十 数階建 ての ビルの容積 に相 当す るであ ろう。 少年 ネロの生 涯の思

いが凝 縮 した、ルーベ ンスの祭壇 画 の前 な ど、そ の茫 漠 たる空 間の微 小 な一点 とさえい え る。 し

か も、 中世か ら続 くカテ ドラルの明 暗相半 ばす る内部 は、近代 的 なビル空 間の等 質性 とは比べ ら

れな い雑 多 な意味づ け を許 すので あ る。いや、そのす ぐ外 側 は近代 と直結 して もいる。 とい うの

も、高 い塔 の4面 には金色 に輝 く丸 い大時 計が それぞ れに掲 げ られ、正確 な 「時刻」を市民 や旅行

者に告 げて いるので あるか ら。

こんな事 実 があ る。つ い200年 くらい前 まで、大 きな都市 の大聖 堂 は町の さまざ まな人々の集

会 所 として も利用 されて いた。 さま、ざまな職業 団体、組合 、ギル ド、兄弟団 のメンバーが、大聖堂

の身廊 な どにおのお の 自分 たちの小祭 壇 を設け、決 まった ロにそこ に参集 して ミサ をあ げた とい

う。 カ トリック教 とい う普遍 の中 に巣 くう「局所 」。カテ ドラルは、それぞ れに生 き死 にす る人間 た

ちの理念 や怨念 、無念、体 臭 をそ こに、あそ こに と染 み付 け られ、そ れに よっていわ ば まだ らに

色 分 け され るこ とを避 け得 ない。

な ど と思 い巡 らしつつ、 ふ と足 元 を見 る と、誰 か1700年 代 に死 んだ人の墓碑 銘(?)を 踏んづ

けてい た。 カテ ドラル内に葬 られ るこ とは、金 持 ちや有力者 だ けの特権 であった らしい。 私は以

前 、アイル ランドで、倒 れ砕 け て、人々 に足蹴 にされ る墓石 の無 念 を見届 け たかの ように思ったが、

この ようにもともと他 人 の足 に掛 け られるべ きところに、自 らの名前 を進 んで刻 んだ死者 た ちも

いたの だ。それ は、「聖所 」と彼 らが信 じた ものの一 部に 自分 が なったれ ば こそ、耐 えうる ことな

のか もしれ ないが。

〈大 阪大学大学 院文学研究科教授〉
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予防原則の哲学的考察
一 科学技術と社会の新たな倫理的関係の構築のために一

屋良朝彦

¥》 はじめに

科学技 術、特 にリスクを伴 う事柄 に関す る政策決 定 を行 うた めには、専 門家 だ けで の議論 では

もはや不 十分 であ る。本論 で は、リスク・マネジメン トに関す る西 欧の新 しい考 え方 であ る 「予 防

の原則」を考察 しつ つ、科 学技術 に関す る民 主主義 的 な政 策決 定のあ り方 を検討 す る。

予 防原 則(な い し事前 警戒 原則)(注1)は 、科 学技術 の発展 によって生 じる環境破 壊 や医療 ・公 衆

衛 生 問題 等の様 々 な問題 に対処 す るため に、近 年欧州 を中心 に導入 され て きた。それ は従来 の リ

スク・マネジメン トが未 知の災 害 に対 して 十分 に対応 で きなかった ことの 反省 に立脚 してい る。

予 防原 則 は1980年 代 の北海保 全 国際会議 の閣僚 宣言、92年 の 国連環境 開発 会議 「リオ宣言 」、

94年 欧 州連合 「マース トリヒト条約」、95年 フランス国内法バ ルニエ法等 に も採用 され た。 リオ宣

言 はそれ を次の ように規定 してい る。

「重大 なあ るいは不 可逆 的 な損 害が生 じる恐 れが ある場合 には、 完全 な科 学的確 証性 が

欠け ている ことを理由 に、環境 破壊 を防止 す る費用 対効 果の高 い予 防的措置 を とるこ と

を延期 すべ きで は ない」(リオ宣言第15条 、1992.6)。

また、マース トリヒト条約 では次の ように規 定 されてい る。

「環境 に関す る域 内の政 策 は…(中 略)予 防原則 に基づ くべ きで あ り、また、予防 的な対策

が採 られるべ きであ る。 す なわち、環境 の損 害は発生 源が優 先的 に改善 され るべ きで あ

り、汚 染者 がその費 用 を負担 すべ きであ る、 とい う原 則 に基 づ くべ きであ る」(letrait_

deMaastrichtTitleXVIEnvironment,Art130r)。

ところで、なぜ予 防の原則 が注 目され る ようになったの であ ろうか。 そ の一つ の要因 として 、

科学技 術 の巨大化 があ げ られ る。ハ ンス ・ヨナス(注2>に よれ ば、科 学技 術 はベ ーコンやデカル ト以

来 、自然 支配 の野望 と規 定 されて きた。 しか し、今 日で はこの極端 な成功 こそが環 境破壊 な どの

新 た な問題 を生 じさせ た。そ こで、技術 の統 制 という課題 が生 じた。す なわち、自然支 配 として の

技術 を統制 す るこ と、「支配 の支配 」という課題 であ る。

予 防の原 則 もまた、ヨナス と共通 の問題 意識か ら生 じて きた。しか し、本 質的 な点 でそ れ と一線
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を画す る。 ここではカ トリーヌ・ラレール とオリヴィエ ・ゴダールの論攷 をもとに、主 に仏語 圏の論

者の議 論 にしたが って、予 防原則 の哲学 的意義 を考察 す る。最 初 に、ラレール(注3)の2本 の論攷 を

もとに、 ヨナスの恐 怖 の発 見術 との対比 を通 じて予 防 原則 の特 徴 を際 立たせ る ことを試 み る。

次 に、ゴダール(注4)の論 攷 をもとに、① ゼロリス ク・スタンダー ドと② 最:悪のシナリオの批判、③ 科

学的証 明 と立 証責任 の転換 の問題 の考察 を通 して、より深 く予防 の原則 の可 能性 と限界 につい て

検討 す る。

¥》 責任の原理か ら予防の原則へ

科学技 術の/に よ る支 配

カ トリーヌ・ラレール によれば、近 年の予 防原則 は、哲 学的 な文脈 ではハ ンス・ヨナス 『責 任 とい

う原理』の大 きな影響 下にあ る姓5)。 まず、以 下 でヨナスの主張 を要約 する。

科 学技 術 はベーコンやデ カル ト以来、自然 支配 へ の野心 と規定 され て きた。しか し今 日その驚

異 的 な発 展 のため、か えって制御 のたが が外 れ、自然破 壊 な どの重 大 な問題 を発 生 させ た。 ヨナ

スに よれ ば、科学技 術 はい まや 、人 間に よる制 御 を超 えて 、自己を 「累積 的」に拡大再 生産 して い

る。 そ れ とい うの も、今 日まで無数 の技術 が導入 され て きたの であ るが、それ に よって世 界 に無

数の 因果系列 が生 じたか らであ る。 しか も、それ らは さらに複 雑 に絡み合 い、さ らなる因果系列

を生 じさせ て、無際 限 に 「累積化」して きているの であ る。 その ような世界 にお いて因果 系列 の

全体 を掌握す る こ とは、もはや人 間 には不可能 であ る。技術 は、人間 の意 志 と計 画 を飛 び越 えて、

「独 り歩 きし始 め る傾 向、自分 に固有 の必 然的 な力学 を獲 得す るという傾 向」(注6)を獲 得 したの で

あ る。つ まり、科 学技術 とそ の所 産が 人 間の手 を離 れて暴 走 してい るのであ る。

ラレール によれば、技 術 の論 理 は 自己維持 の 論 理で あ り、かつ 自己展 開 の論 理 であ る。さ らに

それ は 「前方へ の逃 走の論 理」なのであ る(注7)。例 えば、あ る技術 によって 問題 が生 じた とす る。

その時 、 技術 は更 な る技術 革新 に よってそれ を克服 しようとす るか らで ある。 しか しそれで は、

その新 たな技術 革新 が更 なる問題 を生 じさせ るか も知 れず、 問題 を根本 的 に解 決す る ことはで

きない。つ まり、技 術 に よって発 生 した問題 を技 術 的 に解 決 してい くこ とは、いつ か限界 に突 き当

た るのであ るので ある。しか し、技術 自体 は 自己 を統 制す る術 も、自己 を矯正す る術 ももた ない。

とは いえ、事態 を放置す るこ とはで きない。その ため、いか に して科 学技術 を人 間の統 制の下 に

取 り戻 すか、という課題 が発 生す るので ある。

ヨナス は技術 によって生 じた問題 を非技術 的 なもの、す なわち 「倫 理」によって解 決 しなけれ ば

な らない、と主 張す る。これ が 自然 支配 として の技 術 を非技術 的 に再 支配す ること、す なわち 「支

配の倫 理的支 配」というこ とであ る。
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未 来世代 への 責任 と恐怖 の発 見術

ヨナスに よれ ば、 従来 の責任概 念 は同時性 に基 づ いた倫理 学、「現 前の倫 理学」 に基 づい てい

た。例 えば、伝統 的 な責 任概 念 にお いて、責 任 は過 去の行為 についてそ の行為 者 に問われ るもの

であった。 しか しこの過去へ の責任 は、現在 にお いて再現 前化可 能 なもの であ る限 りでの責任 で

ある。 例 えば証拠 をあ げた り、目撃 者 に証 言 を させ たり、あ るいは行為者 が 自 らの行為 を想起 す

るな どして、過去 の行 為 を現 在 において再 現前化 す るこ とによっての み、責任 は問わ れうる。 全

く身 に覚 えが ない こ と、想 起(=再 現前化)不 可 能 な ことに関 して責任 を問わ れる ことはないの

で ある。

また、伝統 的 な責任 概 念 には契 約説 的 な相互 性 という条件 があ る。 それ によれば、われわ れが

責任 を負 いうる者 は、原則 として相 互行為 が 「可 能」であ る者 、ギ ブアンドテイクが 「可能」で ある

者 であ る。 しか し、未来 の人間達 は本 質的 にわれわれ に対 して何 もで きない。われ われ と彼 らの

間には相互性 はない。 したが って、彼 らに対 して責任 を負 うこ とは原則 的 にで きない。 そ のよう

な倫 理 をヨナスは 「現前 の倫理」と呼 んだので ある。 その ような従来 の倫理 に対 して、ヨナスは未

来世 代へ の責任 を担 い うる ような新 た な倫 理 を要 請す る。それが 彼 の言 う「責任 の原理 」で ある。

ヨナスは次の ような格率 を提示 す る。

「汝の行為 の諸 結果が地 上 の真 に人 間的 な生 命の永 続性 と両立 しうるように、行 為せ よ」

(注8)。

い まや、われわ れはわれ われの行 為の長 期的 な結 果 に関 して、未来 世代 に対 して責任 を負 わな

け れば な らない。 したがって、われ われ はわれわ れの行為 の遠 い結 果 につい て知る義務 を有す

る。 しか し実際 の ところ、そ れはわれ われ の知 る能力 を超 えてい る。そ れゆ え、知 る義務 は第一

に われわれ の無知 の承認 であ り、諸 技術 が実行 す る科学 的知 の限界 の承認 なの であ る。 危 機 を

回避 する ための必要 な知識 を獲 得 す るために、 科学 的研究 の将来 の発展 を期待 す るこ とは もは

やで きない し、自 らを制限 し制御す る能力 を技術 的諸過 程 に要 請す る こともで きない。そ こで ヨ

ナスは、科 学的技術 的 な合 理性 で は解 決で きない問題 を、道徳 的な方法 で解決 しようとす る。 そ

の方 法 をヨナス は恐怖 に基づ く発見術(HeuristikderFurchtheuristiquedelapeur)と 呼

ぶ。われ われが失 お うとして いる もの の価 値 を発 見す る ことがで きるの は、脅威 の予期 な い し喪

失の恐 れ にお いての みだか らであ る(注9)。

脅威 が根本 的 なもので あれば あるほ ど、予 期 もよ り根 本 的な ものでな ければ な らない。そ こか

ら、次 の ようなヨナスの規則 が生 じる。 す なわ ち、最悪 の シナリオを選好す ること、「幸 福 の予言

よりも不幸 の予言 に耳 を貸す こ と」で ある。
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ラ レール の ヨナ ス批 判

以上 のヨナスの主張 に対 し、ラレールは次 の ように批 判す る。 ヨナスの恐怖 に基づ いた発見術

は、結果 として科 学 的研 究 も民主 主義的 な政治 的討議 もともに遮断 して しまう。とい うの も、カタ

ス トロフの想 定 に基 づ くこ とは、危険 を分析 し正確 な行為 のス トラテジー を取 り出す こ とを許容 し

ないか らで あ る。

ラレールに よれ ば、ヨナスの責任 の原理 を克服 し、予防原 則へ 向か うには、次 の 「二つ の移行 」を

行 わな けれ ば な らない。 第一 の移行 は、カタス トロフを前提 に した独 断 的な決 断か ら政 治的討 議

へ の移 行 であ り、いわ ば倫 理か ら民主主 義的政 治へ の移行 であ る。 第二 の移行 は、合理 的 なもの

と非合 理 なもの との対置 に帰着 する ような一元 的な合理 性の考 え方 か ら、 多元 的 な合 理性へ の

移行 であ る。ラレール によれば、この二つ の観点 がヨナス には欠 けて いたの であ る(注10)。それ と

い うの も、ラレール によれば、第一 に、ヨナスの科 学観 は実証 主義 に とどまってい るか らで あ る。

第二 に、ヨナスの政治 観 は民 主的 な討議 の余地 を残 さない点 で権威 主義的 だか らであ る。

「脅威 の名 にお いて統治 す るこ とはそ の脅威が 疑 われ得 ない ことを前 提 してお り、

それは リスクを検討 す るような民主 主義 的討議 を排 除 して しまう」(注11)。

それゆ え、予 防の原則 にお いては、多 元 的な科学 的合理 性 と民 主化 された政 治 を再発 見す る

ことが 重視 され るのであ る(注12)。

以 上の ラレールの 主張 をま とめ る と、ヨナスの責任 の原理 と予防 の原則 とに共通 の哲学 的 コン

テクス トとは、自然支 配 を再 支配す る必要性 ということで あ る。しか し、予 防原則 が ヨナスの責任

の原理 を克服 す るため には、技 術 と倫 理 の関係 を多 元化 され た科 学 と民 主化 され た政治の領 野

へ と移 行 させ なければ な らない。それ に よってわれ われは、行為 の選択 や その制御 といった こと

に関す るみず か らの 自律 を再 獲得 す るこ とがで きるの であ る(注13)。

次 節 にお い ては、ゴダールの論 述 に基 づ いて、よ り詳 細 な観 点か ら予防原則 の分析 を進 め る。

写》 科学的不確実性と決断の合理性

リスク ゼロ ・スタ ンダ ー ドと合理 性の 問い

オリヴィエ ・ゴダールは、予防 の原則 を 「断念 の規則 」との対 比 によって明 らか にしようとす る。

断念 の規 則 とは ヨナスの責任 の 原理 とも密 接 に関連 す るもの であ り、「疑 わ しい と きには断念 せ

よ」とい う格言 によって端的 に示 され る。例 え ば、グリーンピース は次の ように主張 してい る。

1「無害性 が証 明 され ない限 りは、どん な廃棄物 も海上 に投棄 され るべ きで は ない」(注14)。

ゴダールは この断念の規 則 を次の3点 か ら批判 す る。第一 はゼロリスク・スタンダー ドと合理 的

判断 の問題 、第 二は ヨナスの 「最悪 のシナ リオ」が はらむ実践 的 なアポ リア、第 三は科 学的証 明 と
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立証 責任 の問題 であ る。

ところで、「断念 の規 則」は二 つの根 本 的 な 問題 をは らんでい る。 第一 は、科 学 的認識 の確 実

性 に関す る信 頼 の変 容 であ る。そ こで問わ れてい るの は、客観 的世界 を反 映す る科 学 という実証

主義 的 な信 念 を放棄 で きるか どうかであ る。もしも予 防原則 を実証主 義的 な文脈 で理解 しようと

す るな らば、この原則 は実用性 を失 うであ ろうし、人 々が 予防原則 を社 会的規 範 として要請 した

際、彼 らが期待 した諸前提 か らず れ てしまうであ ろう。 この ことに関 しては 「科学 的証 明 と立証

責任」の節 で論 じる。

第 二 の問題 は、合理 性の理 解 に関す る現 代 経済 学 の古 典 的議 論 におい て提起 され たもので あ

る。それ は、HerbertSimonに よる 「実質 的合理性 」と 「手 続 き的合理性 」との区別 である。予 防

原則 は実質 的合 理性 に基づ いた計 画の枠 組み では理解不 可能 で ある。

実 質的合 理性 の仮 説 は、目的 を達 成す る為 に与 え られた行為 の選択肢 の なかで、どれが最 善の

結果 をもた らす か を決 定す るため に提起 された。どの行 為 の結果が 最善 であ るか どうか は、それ

を決定 す る計算 方式 が状況 の制約 を精確 に反映 して いる ならば、 どんな計算 方式 でも一意 に定

まる と想 定 され て いる。この ような実 質 的 合 理 性 の 第 一 の原 理 は コス トーベ ネフィットの均 衡

とい う考 え方 に帰 着す る。しか し、ゴ ダール によれば、この仮 説 は採用 で きな い。なぜ な ら、ここ

で問題 なの は結 果の予 測が不確 実 なケー スだか らであ る。

他方 、手続 き的 合理 性 態 は全 く異 なる状 況 に対応 してい る。す なわ ち、行 為者 の合理 性 や計 算

能力 が欠 如 して いる とか、あ るい は実質 的な合 理性 を働 か せ るには情報 が不 足 してい るな どの

理由で、最善の結 果 を得 るため には直接 的 な判 断が で きな い とい う状況 で ある。しか しだか らと

いって、行為 を断念 す るわけで はない。そ の際 われ われ が なすべ きこ とは、適 切 だ と思 われ る決

定の手 続 きをあ らか じめ選 択 して お くこ とで ある。そ の際選 択 され た行 為 が合 理 的だ と判 断 さ

れるの は、結 果 の観 点か ら最善 であったか どうか によってで はな く、手 続 き的に良 い選 択 だったか

どうかによってで ある。実質 的合 理性 にお いて は追 求 され る 目的 の最 善性 が合理性 の基 準で あっ

たのだが、手続 き的合 理性 において は手続 きの適切 さが合 理性 の基 準 なのであ る。(注15)

この手続 き的合 理性 の枠 組 みの 中で 「断念 の 規則」を考察 しよう。予 防原則 と同様 に、断念 の

規 則 もまた 因果 関係 の科学 的 証 明が まだ得 られ てい ない ときに予 防措 置 を とる こと を主 張 す

る。 しか し断念 の規 則 は さ らに踏み 込 んで、活 動 や技 術 の使 用 を許 可す るため には、無 害性 の

証 明が必 要だ とす る。 断念 の規則 は立証責任 の転換 を主 張す るが、その 際、暗 黙の うちにゼ ロリ

スク・スタンダー ドを導入 して いる。 もち ろん、予 防原則 の背後 に もゼロリスクが見 え隠 れしてい

る。 とは いえ、これ を受 け入 れるか どうか は別 問題 であ る。 明 らか に、ゼロリスクは非現 実的 で

非合 理的 な規範 であ る。 それ は、被害 防止の ための 手段 や 資源が無 限 にあ る とい う状 況 を前提

と してい る。 それ を特定 の 問題 に対 して局所 的 に適用 して しまうな らば、結果 的 に他 の被害 の
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防止 に割 り当 てうる資源 を独 占 した り、あ るいは、社会 の利益 のた めに他 の用 途 に割 り当て うる

資源 と手段 を枯渇 させ なけれ ばな らな くなって しまう。そ の ような例 外 はケースバイケースで議

論 され、正当化 され なけれ ばな らない。

絶 対的 な断念 とい う道 徳 的定言 命法 に束 縛 され ない一般 的 な環境 経済 学 的推論 方 法 として 、

ゴダールは 「汚 染 の 最適 条 件」とい う概 念 を検 討す る。これ は、希 少 で経 済 的 に高価 な資 源 の最

適な使 用 法 の観 点 か ら汚 染 の 問題 を考察 する こ とであ る。 あ る汚 染の減 少 を 目指 す ため には、

直接 的あ るい は一 時 的な コス トを必 要 とす る。 その ため、その汚 染 の削 減 に よって集 団が 得 ら

れる利益 が それ に要 され るコス トを上 回る ことが、確 証 されな ければ な らない。リスク防 止の た

めに活動 の 執行 延 期 を乱 発 し、クリアすべ き行 政手 続 きを煩 瑣 にし、リスクを防止 す るために コ

ス トのかか る作 業 を全 て実行 す るな らば、国家の財 政状 態は一気 に悪化 す るであ ろう。 それ は、

住 民 のQOLや 公衆 衛生 の改善 のた めの 資源 を代償 にす る価 値 があ るか どうか に関 してなん ら

確 証 なしに、よ り有益 に使 用 され得 た資源 を枯 渇 させ るこ とであ る。

とは言 え、予 防原則 を拒 絶す るの も合 理 的で はない。そ の ような態 度 は、公 衆 に とって も、行政

の財政 に とっても、あるい は未来 世代 の ため に環境 を保全 す るため にも好 ましくない。 それで は

どうす るべ きか。 それ は、リスクを様 々 な観 点か ら他 の リスクやベネフィットと比較 考量 する こ と

であ る。そ のため にも、ゼロリスク・ス タンダー ドをとっては な らない のであ る。それゆ え、先 に挙

げた断念 の規則 は次 の ように再 定式化 されなけ れば ならない。

「生 じる損害 が受容 可能 な損害 を超過 しない ことが 証明 されな い限 り、

どんな廃棄物 も海 に流 出 させ てはな らない」。(注16)

次 に最悪 のシナ リオにつ いて考 察す る。

最悪 の シナ リオの実践 的限界

最悪 の シナリオは次の 二つの 要請 に基づ いてい る。 第一の要 請 は無 危害 の証明 であ る。 第 二

の要請 は、「ある リスクに関す る仮 説が公 式 に証明 されて いるわ けでは ない として も、そ の仮説 が

否定 されてい ない な らば、暫 定的 に妥 当な もの と見 なされな ければ な らない」とい うものであ る。

生 じるかも知 れない と推 測 されてい るだ けの損 害が 問題 の場合 、 断念 の規 則 は最 悪の事 態の想

定に 向かう。その際 、受容可 能 な損 害 という基準 が検討 され る。そ こで は事 態 は次の二 つの うち

の どち らかで ある。第一 に、最悪 の事 態 が受容可 能 な損 害 を凌 駕す る損害 を生み 出す場合 、断念

の規則 は、直 ち に最 初 の損害 を引 き起 こ した行為 を禁 止 しなければ な らない。その際 、より損害

の少 ない措置 を考慮 す る必 要 はない。あ るいは、第二 に、この最 悪 の事 態 の損害が 受容可 能 な損

害の 限界内 に とどまる場 合、しか も、それ以外 のあ らゆ るシナ リオがそ の活動 を否定す るほ どの

損 害 を証 明 しない場合 、そ の活動 は許可 され る。
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しか しなが ら、そ のように明快 に区別 で きるこ とは稀 であ る。何 を最悪 のシナ リオとす るか は、

事 実上 シナ リオを描 く人の想 像 力 に依存 してい るか らで ある。とい うの も、まだ因果 関係 が不 明

で ある事態が 問題 だか らであ る。また、問題 の事態 を どの観 点か ら見 るか に応 じて、事態 が肯定

的 となったり、否定的 となった りするか らであ る(注17)。

そ もそ も、最悪 の シナリオは科 学的 な客観性 を反 映 しに くい ものなので ある。それ は、今 述べ た

ように、その シナ リオ を描 くこ とが想像 力 に依 存す るか らだけで はない。さ らに、最 悪の シナ リオ

を採 択す るため には、推 定 される幾 つ もの 因果系列 の なか か ら特 定の もの を選 別 し、ある段 階 で

そ れを中断す るための協定 を導入 しなけれ ばな らないか らで あ る。例 えば、あ る被 害 の原因 を推

定す る シナ リオが幾 つ も考 え られ る とき、そ の全て を中断す るか、特 定の もの を中断す るか、中

断するとすればどれ を中断す るか とい う決 定は科 学的 にはで きないか らであ る。 その ような決定

は必 然的 に科 学 を超 えた、政 治的 な もの とな る。 それ ゆえ、最悪 のシナリオの 内容 は、リスクの客

観性 の明証 的 な反 映であ る よりも、推測 と協定 と利害 調停 に基づ いて社会 的 ・政 治的 に構 成 され

るもの と言 わなけれ ばな らない。

最 悪の シナ リオの選択 は もう一つの帰 結 をもた らす。 それ は、対立 する複 数の 選択肢 を最 悪の

事態 とい う尺 度 によって均質化 す るこ とで ある。例 えば、行為 を行 うか断念す るか を選択 しなけ

れ ばな らない とき、競 合す る様 々な陣営が 自らに都 合 の良い仮説 を選 び出 し、そ れに基づ いて最

悪の シナ リオ を 「想像 的」に作成す るの であ るが、それ に よって作 成 された最悪 の シナリオが 他の

陣営 のシナリオと同 じ位 カタス トロフィックにな りうる(注18)。(つ まり、どの選択 肢 を選んで も、そ

こか ら引 き出 される最悪 の シナリオは どれ も同 じ位 カタス トロフィック とな る)。 この ような傾向

性 は政 治 的論争 の過 程 で しばしば見い だされ る。 対立 す る世 界観 や理 論 をもつ利 害 団体 は、対

立す る団体の 選択肢 の信頼 を失 わせ るために、最:悪さのエスカレーションに身 を投 じるか らであ

る。 この ような事態 が生 じる ならば、基準 その ものの価値 が無効 に なって しまう。勿論、この よう

な均 質化 が生 じない場 合 もある。 しか しその際 、それが現 実 的損害 の検 証可 能 な概 算の違 い に

よるものなのか、 シナ リオを書 く専 門家の想 像力 や物質 的な資 源の 限界 に よるもの なのか、あ る

い は、 問題 のリスクに関して公 共的 な議論 を行 う社 会団体 の手段 やノウハ ウの欠如 に よるものな

のか、それ を知 る ことは大 抵の場合 困難で ある。

科学 的証明 と立証 責任

知 が限定 されて いる場 面で 予 防の原則 を導入 す るこ とは、われ われの技 術 的行為 をよ り広 大

な社 会 的 ・政 治 的 ・経済 的 文脈 で考察 しなければ な らない、とい うこ とであ る。 そこで重 要 なの

は、望 ましくない結 果 を検 討 して予期 す るために必 要な基準 を構成 す るこ とであ る。立 証責任 の

転 換 は予 防原則 の適用 にお いて最 も議論 された ものの一つ であ る。それ は ときお り、技 術革新 を
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しようとす る人 に対 して、完 全 な無 害性 の証 明を要求 す るこ とと理解 され る。 しか し前 述 の よう

に、リス クゼロ・スタンダー ドは不合 理 であ り、その ような証 明 を要求 す るこ とは、そ れを前 もって

完全 に拒否 す るこ とに等 しい。しか しなが ら立 証 責任 の 転換 の 主 張 は 無 害 性 の 証 明 に 固 執 す

るもので はない。先 にと りあげ たラレール自身 も次 の ように述 べ ている。

「技術 革新 の導 入 に反対 す る者 にそ の有害 性 の立証 責任 が あ るわ けで はもはや な いが、

それ を導入す る者 には、期 待 される利益 が生 じうる不都 合 を上 回 るこ との立 証責任 が生

じる(も ちろん、独立 した専 門家 に よるそれへ の反対 の鑑定 の可能性 も開 きつつ)」(注1g)。

ラレールに よれ ば、ここで重 要 なのは、行為者 は将 来生 じるか どうか分か らない損 害の責任 に

前 もって び くび くしつ つ、計画 を推 進す るこ とで は ない。 むしろ、各人 が 自 らの属す る共 同体 に

自らの計画 とそれ が引 き起 こしうる帰結 を説 明す るこ とであ る。このこ とはたんな る一元 的な経

済 的な コストー ベ ネフィット計算 の結果 のみ に依拠 す るこ とを止 める ことであ り、技術 革新 の合

目的性 に関す る政 治的討 議(例 えば 「そ れは何 の役 に立 つの か」という問い を立て た り、価 値判 断

を介 入 させ た り)へ と移行す るこ とも伴ってい る。その際 、人 間共 同体 よりも広い共 同体 、環境 と

い う生 命共 同体 をも視野 に入 れなけ れば な らない。われ わ れ は われ われ の 環境 か ら切 り離 され

えず、諸 関係 の ネットワークに よって生命 圏 に結 びつ け られて いるか らであ る(注20)。

ところで 、ゴダール は、立証責 任 の転 換 の適法性 の問題 に取 りかか る前 に、まず完全 な科学 的

証 明 というテーゼ を考 察す る ことか ら始め る。 とい うの も、立証責 任 の転 換 の一般 的な理解 は古

い実証主義 的 な信 念 を保 持 して いる と思 われ るか らで ある。その信念 は、損害 が あるか無 いか に

関して 、十分 な研 究 の遂行 に よって科 学が一 切の不 確実性 を消 去 しうるということを前 提 してい

る。その ような信念 は、科学 には消 去不可 能 な非 決定性 とい う空 白地帯 が ある ことを忘 却 してい

る。 しか し実際 に は、不確 実性 の一部 は偶然 的な現実 に固有 の非決 定性 に帰 されうるし、他 の部

分 は科学 的認識 の形成 過程 に帰 され うる(注21)。

ゴダールは以下 の二通 りに分 けて問題 を考察 す る(注22)。 第一 は、実 証主義 的 な科 学観 が人 々

に受 け入 れ られてい る場 合で あ る。第二 は、その ような科 学 観 は彼 らに はもはや受 け入 れ られ て

いない場合 で ある。第一 の場 合 では、問題 の不確 実性 は、科 学的研 究の進展 によって解消 で きる

と見做 されて いる。そ して予 防措置 を とるこ とは、もっぱ ら、無 害性 の証 明が得 られ る まで、リス

クのあ る活動 を猶 予 する期 間 を導入 す るこ とであ る。

第二 の場 合 、つ ま り実 証主義 的科学 観が受 容 されてい ない場合 、被 害が存在 しない こ と、つ ま

り絶対 的無 害性 の証明 を要請す るこ とは、予防 原則 に反す る。とい うの も、それ は不 可能 な ことを

要 求 してい るか らで ある。 なぜ な ら、そ れは、科 学 の不確 実性 を前提 にして それ に懸念 を表 明 し

てい るのに もか かわ らず 、 無害性 の証 明 に対 しては絶対 的 な科 学的確 実性 を要求 して い るか ら

であ る。果たす こ とが不 可能 な要請 を他 者 に課 す るこ とは合 理的 では ない。そ もそ も、そ れは科
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学的確 実性 に対 してダブルスタンダー ドを取 ってい るの であ る。 絶 対 的な安全性 の要 請は、急進

的 な活動家 が 自 らの政治的 目的 を達 成す るため に使 用す る、たんな るレトリックに変貌 する よう

に思 われ る。もしも予 防の原 則 が この ように政 治 的 な武器 となって しまうな らば、それ は発展 の

た めの活動 や選択肢 を否定 し、行為 の決定 に関 して恣意 的な選択 しか行 わないだ ろうし、そ こで

は人 々は理性 的 な選択 の基準 を得 ることはで きないであ ろう。しか し、実際 には人 々は無害性 を

要求 して いるので はない。 む しろ、あ らゆるリスクが公 表 された上 で、リスクの受 容や拒否 に関

す る決 定権 ・選 択権 を要 求 して いるので ある。以上 の ことは、非 実証 主 義 的科 学 観 におい て予 防

原則 が何 であるべ きか をよ りよく理解 させ て くれ る。

以上 の ように、科 学的証 明の確 実性 とい う概念 が いったん解 体 された後 では、立証責 任の転 換

のテーゼ はや や複 雑 な形 で再 定 式化 され る。ゴダールはそ れを次の ようにシンメ トリックな形 で

表現す る。す なわ ち、

[立証 責 任 の転 換の テーゼ]

① 予 防措置 をとるた めに前 もって確 実 に被害 が ある こ との証 明 を要 求す るの が合理 的

で はないの と同様 に、あ る活 動や技術 を許 可す る前 に確 実 に被 害が ない ことの証明 を要

求す る ことも合理 的 では ない。

② リスクの存在 、規模 、原 因が確 実 になるの を待 つ こ とな しに予防措 置 をとる ことが合

理的 である と判 断 しなけれ ばな らないの と同様 に、被害 が生 じる こ とが確 実 にな るのを

待 つ こ とな しにあ る活動 を許 可す るこ ともまた、合 理的 であ ると判 断 しな ければ な らな

い(注23)。

ただ し、この とき予 防原則 は次 のような追加 的措 置 を要 求す る。

[追加 的 措 置]

① リスクの認識 を増大 し、結 果 によって は採 用 されるべ き予 防措置 を変 更す るための研

究体制 を整備 ・維 持す る こと。

② 無 害性 が確 証 され るこ となしに許可 され た行為 を、そ の後得 られた情報 に基づ いて 、

必 要 な ときに は再考 す るこ とが で きるような追跡調査 体 制 を設置 す るこ と。

この ような追加 的 な措 置 が必 要 な理 由 は、予 防措置 の決 断 は常 に改 訂可 能で なけれ ばな らな

いか らであ る。 大 抵の場 合、リスクを よりよく認識 で きるため には、係 争 中の行為 を限定 的 にで

も実行 す るこ とであ る。行為 を拒絶 す るこ とは認識 の改善 を拒否 す るこ とで もある。とはい えも

ちろん、リスクの ある行為 を断念 し、同時 に未来 のリスクの認 識 をも断念す る ことの方が、その行

為 を実 行す るよ りもよい場合 もあ る。いず れの決 断 が 合 理 的か どうか を前 もって知 るこ とは、直

ち には解 答 のない問 いであ る。

ところで、被害 が不可逆 的 だ とい うこ とは、その被 害が 避け られ るべ きだ ということの理 由 に
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は必ず しもな らない(注24)。 とい うの も、不 可逆性 は複合 的 な要 因 をもつか らであ る。不 可 逆性が

決断 の問題 とその掛 け金 に大 きな影 響 を与 え るこ とが当然 だ として も、それで もなお、ある行為

を差 し止 めるた めには、一 方で被 害の把 握(そ の物理 的本性 、社会 的 ・経済 的 ・政治 的帰結 、被害

を受 ける ものの同一性 など)を 考慮 に入れ 、さらに他 方で 、被 害 と行 為手段 に関 す る情報 の将 来

の増加 の可 能性 といった、様 々な要 因 を考慮 しなけれ ばな らないので ある。 もちろん、行 為 を完

全 に断念 しなけれ ばな らない こともあ る。 その 際の 目安 として、ゴダールは次の 二つ をあげて い

る。一つ は、将来見 込 まれる被害 の規模 が、活動 に よって期待 される利益 を超過 す る ときで ある。

もう一 つは、不可 逆 的な結果 に対 して行為 を延期 す るコス トが、引 き出す こ とがで きる利益 より

も劣 ってい る ときで ある。

いず れ にせ よ、われわれ は生 じうる損害 とそれ を回避す る コス トの計算方 式 を再 考 しなけれ ば

ならない。不確 実性 に関 して論 争 しなければならない状況 におい て、どの ような計算 方式 も絶対 的

な答 えを与 える ことはで きない。む しろ、多面 的 なリスクの研究 は数量 化 しえない性 質 的な諸価

値の対 立 を明 らか にす るで あろ う。それ ゆえ、行 為 を決 断す る際 には、考慮 され る様 々な損害 の

重大 さの分類 と予 防のコストに関 して、多面 的な観 点か ら判 断 を形 成 しなくてはならないの であ る。

以上 の議論 は、「断念 の規則」の中心 的 な柱 であ る「リスクゼロ・スタンダー ド」、「恐怖 の シナリオ」、

「証 明責 任 の転 換」が導 く矛盾 、アポ リアを示す もの であった。 ところで、もしも「断念 の規則」が

人 間の活動全 体 に厳 格 に適用 され るな らば、 経 済的 ・技術 的 な活 動の大 部分 を禁止す るに至 る

であ ろう。 そ こか ら帰結 する過度 の コス トは、住民 によって達成 不可 能 と直 ちに判 断され るであ

ろう。その ような予防原 則の極 端 な解 釈が社 会 に強制 され うるのは、少 数の独 断的 な独 裁者 に よ

って以 外 には可能 では ない。一般 的にそ の ようなこ とが起 こる可 能性 は少ない 。しか しそ の よう

なこ とは、市民 が様 々な事業 を断念 す るコス トに無 自覚 であ る とか、急 進的 な活 動家 たち に直 面

した公権力 が紛 争 を避 け るために妥協 す る といった限 られ た状況 では、あ りえ ない話 で はない。

その ような不幸 な帰結 を避 け、合理 的 な道 を守 るため には、ゴダールは次 の ような命 題 を提 示

す る(注25)。 すなわ ち、

① 受 容可 能な被 害の基 準 を保持 し、復権 させ るこ と。

② 損 害が発 生す るか否 かの証 明が揺 れて いる な らば、

前 述の立 証責任 に 関す る シンメトリー を受 け入れ、行 為 を学 習 のベク トル と考 え るこ と。

③ 最悪 のシナリオへ の過度 の収斂 を避 けるため に、

信 頼 しうると思 われ る複 数 のシナリオに よって選択 肢 を提 示す るこ と。

これ らの 要素 は全 て、確 かに科学 的情報 に基 づいた 判断 に依拠 して いるが、予 防原 則 は、その

情報 を機械 的に適 用 して一般 的な結論 を与 える ことがで きる ようなもので はない。む しろ、予 防

の原則 は具体 的 な問題 に基 づ いたカズイス トリ的 な練 り直 しと民 主主義 的な討議 に よって、漸 進
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的 に精錬 されて い くものな のであ る。

¥》 結び

以上 の考察か ら、予 防の原則 の基本 的主張 を次の5つ の柱 にま とめ るこ とがで きるであ ろう。

[予防原 則 の5本 の柱]

(1)ヨ ナスの 「恐 れ に基 づ く発見術 」や 「最 悪の シナ リオ」、あ るいはゼロリス ク・スタンダー ドは

と らない。その ような基 準で は実際 にはいか な る行 動 も不 可 能 になるか らであ る。む しろ受容可

能 なリスクを明確 にす るべ きであ る。

(2)科 学 的証明 と社 会 的決定:予 防措置 を とるためには、損 害が発 生す るあ る程度 の蓋然 性が

あ れば よく、因果 関係 の完全 な科 学 的確証 を必 ず しも必要 としない。しか し研 究 の進展 に よって

は柔軟 に決 断 を変更 すべ きであ る。

(3)立 証責 任 の転 換。危 険性 不在 の証 明責任 は技 術 を導入す る側 にある。だが その際、完 全 な

証 明の要求 はで きない。その ような要求1よ、従来 の リスク・マ ネジメントが危 険 性の存 在 の確 実 な

証明 がな ければ予 防措 置 を とれ ない としたの と同様 、悪 しき科学 主義 に陥ってい る。

(4)一 部 の論者 が主張 す る様 な、科学 的 な費用 便益 分析 を必ず しも排 除 しない。変 化 を起 こそ

うとす る側 は必 ず しもゼロリスクの証 明 を必要 としないが、期待 され る利益が 生 じうる不 利益 を上

回 るこ との証 明 を必要 とす る。当然 その証 明は別の独 立 した専 門家 による反証 に開か れてい る。

(5)予 防原則 適用 の最 終 的な決断 は、科 学者 だ けでは なく、経済 学者や社 会学者 等、様 々な分

野の専 門家及 び一般 市民 も含め た民主主 義的 な手 続 きに従って行わ れるべ きであ る。

〈大阪大学大学院文学研究科研 究員(COE)〉

1

2

3

"Principedepr6caution"
、"Precaudonaryprinciple"を 「事 前警 戒原則」と訳す るこ とを平 川氏 は提案 してい るが、こ こで

は 「予 防原則」と訳 して おく。平 川秀 幸2003「 遺 伝子 組換 え作 物規 制 におけ る欧 州の事 前警 戒原則 の経験 一 不確 実性 をめ ぐる

科学 と政治 一 」『環境 ホルモン 文 明・社会 ・生命』Vbl,3、藤 原書店 、pp.103-119参 照 。

HansJonas,19791)as劭 嘘加 レ∂蝦η旆or飯 η8'絶rsα(カ θ加θrE証1盆 叢ro猷 θ耙c乃η010gfsc11θ27励 ㊨aがoη,Insel

Vbrlag,(ヨ ナスに関 して は、次 の邦訳 を参照 した。 ハ ンス・ヨナス2000「 責 任 という原 理 一 科 学技術 文明 のため の倫 理学 の試

み 一 』(加藤 尚武監訳 、東信堂)>

CatherineLarrさre,2002``Lecontextephilosophiqueduprincipedepr6caution';LθPη1ηc加 θdθ ρr6caα だo刀

.4ミρθc亡s(1θdroノ亡加舶maだ 衄ale'coη11mηaα 謝'陀,EditionsPanth60nAssas,pp.15-28,(以 下 、Larrさre(1)と 略 記す る〉。

なお、Larrさre(1>の 全体 的 な要旨 として柏 葉武秀 氏 に よる以 下の簡 潔 な論 文紹介 があ る。柏 葉武秀 「予防原 則の哲 学的 文脈」

社 会哲 学研 究資料 集H「21世 紀 日本の重 要諸課 題の総 合的 把握 を 目指す 社会哲 学的研 究』 平成14年 度科学 研究 費補助 金(基

盤研究(B)(1))研 究 成果報 告書 、2003年3月 、pp.195-8。

Ca由erinelarrさreetRaphaζ …1Larrさre,19971)ロboPαs響 θゴθ1ま!刀aぬ「αPり αrα刀θρ亜1π05qρh1θdθrθ 質祓roη刀e質2θη亡,

Aubier(以 下 、L霞rさre(2)と 略記す る)。
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OlivierGodard,"Lambivalencedelapr6caudonetIatransformaUondesrapportsentrescienceetd6cision';1997

1冶 肋(ゴ ρθdθ ρだcaH互oηd砌shcoηdロf`θdθ5a謝 祀sヵ αmafηθs,INRA,pp.48-63.

Larrさre(1),p15

Jonas,S.72(邦 訳p.58>

Larrさre(1),p.17

Jonas,S36(邦 訳p.22)。 あるい は、「人類 の未 来は、否定 的な仕 方で全 能に なった技 術的 文明 の時代 にお ける、人類 の共 同的

行 動の第 一の義 務で ある。自然 の未来 も必須 条件 として明 白にそ こに含 まれて いるが、しか し、そ の こととは独 立に、人 間が人

間自身 に対 してだ けでな く、生命 圏全体 に対 して危 険 となってしまって以来 、 自然 の未来 はそれ 自体 として形 而上 学的 な責任

なので ある」(Jonas,S.245(邦 訳p.243)。

Jonas「 危険が 未知 であ る以上、わ れわれ は何が 守 られなけ ればな らないか も、なぜ それ が守 られね ばな らないか も知 るこ とが

で きない 。ただそ れに直面 する以外 には、どん な論理 や方法 に よって も、それ を知 る ことはで きない。…われ われ は何 かが 危険

にさ らされてい るこ とを知 って初め て、何が危 険 にさ らされてい るのか を知 るのであ る」Jonas,S.63(邦 訳p.49-50)。

Larrさre(1),p.23.Larrさre(2),pp.245-6

Larrさre(2),p.245

しか しもちろん 、ヨナスの言 う「恐 怖」は 「感 性的動 因」によって引 き起 こされる ような感 情的 なもの では なく、あ る種 「精神 的 な

種類 の恐怖 」であ る。Jonas,S.65(邦 訳p.52)参 照。

Larrさre(1),p.24

Godard,p.49

これはい わゆ る「限定 された合 理性」の 問題で ある。 そ の ような状 況 におい て、ある行為 の副次 的結 果 として予見 され る損害

と、そ れ を行 う合理 的 な行 為者 の意図 の関係 に関 して、かつ てブラットマンの考 察 を基 に論 じた ことが あ る。

屋 良朝彦2000「 予 見可 能性 と意図 一 ブラットマンの二重結 果原 則の再 考察 一 」(平成10年 度～11年 度科 学研 究費補助 金(基

盤研 究(B)(2)研 究 成果報告 書)(研 究代表 坂 井昭宏 〉『「環境」・「情報」・「生命」の相互 連関 をめ ぐる哲 学的基 礎研 究』〉、60頁

～66頁 参照
。しか しそ こでは、因果 関係が 不明 な結果 の予見 に関す る行為 者の合 理的 判断 に関 しては まだ 問われ てい なかっ た。

Godard,p.52

生態 系 におい ては局所 的な破壊 が上 位 の水 準 での調 整に属す る ことがあ る。例 えば、種 の個体 数の調 整 としての捕食 や、干 魃、

洪水 、異常 乾燥 な どによる火 災 といった極端 な気候 変動 の場 合 を、ゴ ダール はあげ ている。

ゴダール によれ ば、気象学 にお ける 「チョウチョ効果」の比 喩が、初 期条 件に敏 感 な力 学大系 のモデ ルを普及 させ て以来、人び と

は行 為 に結びつ く破 局的な負荷 を想 像で きる ように なった。 確 かに、蝶 の羽 ばた きの全て がハ リケーンを引 き起 こす わけで は

ないが、そ の どれ が引 き起 こす かを知 るこ とはで きない。

Larrさre(1),p.27.

Larrさre(1),ibid.

Godard,p.57

Godard,pp,58-59

Godard,p,59

cfGodard,pp。60-61

Godard,p.63
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対話のインセンティブー 子どもたちとの「楽し同 対話のために

高橋 綾

¥》 はじめに

私 たちの臨床哲 学研 究室 では、二 年間高校 で 「出会い の哲 学」とい う授 業 を持 った。 その なか

で臨床哲学 研究 室に 関わって くれてい る社 会人 の方、研究 室の先 生方、院生 た ちがい ろいろ なテ

ーマで思 い思い の形の授 業 を行 った(注1) 。 何 人かの講 師 は対 話 を実現 させ ようといろい ろな工

夫 を こらした。 うまくい った もの もあ り、難 しかったもの もあった。 この出会 いが 高校生 た ち とっ

て 「楽 しい」もの であったか どうかは定か で はないが、私 たち は この経験 か ら彼 らとの対 話 をファ

シリテー トす るこ との難 しさを学 んだ。 また彼 ら と共 に対話 す るこ とを実現 させ るため には、彼

らの関心 や興味 を引 きつ けた り、そ れにつ いて な ら話 してみた い と思 わせ る ような教 材 の工夫 が

必 要であ る と痛感 した。

また同時 に私 た ちは、 対話 を通 じて市 民や子 どもたち と「哲学す る」 実践者 たちが 集 まる 「哲

学 プラクティス」の国際 学会 に数年前 か ら参加 してきた。 そ してそ こで学 んだ 「ソクラティク・ダイ

アローグ」や 「哲 学 カフェ」といった対 話の方法 を、日本 で少 しずつ実践 して きた。対 話 に関わ る活

動 を してい くなかで、教 育 と対 話に関す るシンポジウムや研究 会 を行 い、 さまざ まな教育 現場 で

の実践 に携 わって いるスピーカーの方 々を国 内外 か らお招 きして、お話 を伺 うことが で きた(注2)。

本 文 は、 こうした実践 やシンポジウムの 中で筆者 が学 んだ ことを土台 にして、子 どもたちや若

者 たち と対話 を してい くために は、 どんな工 夫や 、彼 らを対話 に引 きつ け る魅力 、対話 へ のイン

セ ンティブが必要 であ るか とい うことを報 告す るもので あ る。報告 は、(1)想 像 力 をひろげ る、(2)

科学 を対話 のなか で学ぶ、(3)対 話 を見 る、演 じる とい う三つの キーワー ドに基づ いて な され る。

子 どもたち と行 われ る対話 にお いて は、その 目標 として以下 の二つ の 目標が 考 えられる。

(1)何 か を 「伝 え」、それ につ いて共 に 「考 える」という目標が あ り、その ため に対 話 という方法

を用 いる。ex.国 語 や算数 な ど科 目の なかで行 われ る対話 、子 どもの ための哲学 。

(2)他 人 と出会 い、考 え を交換 す る場 としての 「対 話」そ の もの が 目的 であ り、そ の対 話 の仕方

その もの を学 んで行 く場 合。ex.デ ィベー トの練習 や市民 教育 のため の訓練。

しか しこの二 つの 目標 は、 どち らか だけ に偏 ってい るわ けでは なく、実 践 において は多 くの場

合相 互に 関係 してい る。本論 で はこの二つ の 目標 を分 けて論 じるので はな く、こうした 目標 が可
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能 になるた めの対話へ の動機 づ け、導入 法 を考 察 して いくこ とで、個 々の実 践、それぞ れの 目標

に役 立つ報 告が で きれ ば と考 える。

また一 口に 「子 ども」とい うが、子 どもとは どれ くらい まで の年齢 をい うの だろ うか。 小 学生 、

中学生 、高校 生 と年齢 が変 われば、それ ぞれ に対 話の 難 しさも異 なるだ ろうし、方法 も異 なって

い くだ ろう。 しか しここでは子 どもの 「発 達」段 階や、それ に応 じた対話 の方法 につ いて論 じる こ

とはしなか った。 対話 す るこ とが難 しい のは、子 どもばか りでは な く、大 人も同 じであ り、また逆

に対 話 に引 きつ け られ、対 話 に魅 力 を感 じるの は子 どもも大人 も変 わ りな い と考 えたか らで あ

る。 私 た ち大 人です らまった く見ず知 らず の人 とい きな り対話 をす る ことはなか なか 難 しく、そ

れ ほ ど真剣 に対 話 す る機会 な どないのが 普通 では ないだ ろうか。 私 た ちの研 究室 で は、 科学技

術や 医療 問題、都市 環境 設計 とい う分 野 にお いて、専 門家 と市民 との対話 の可 能性 を探 って きた。

市民 を対話 に巻 き込む ために は、専 門家 との知識 のギ ャップ を埋 め る、互い に対 立す る立場 を調

停す るとい うようなこ とが もちろん重 要 にな って くるが、それ以 前 に様 々な形 のワークショップ、

聞 き取 りな どを行 い、市 民の動 機づ け を高 め るような導入 や工夫 が必要 であ る。

本 報告 は、子 どもたち との 「楽 しい」対話 のため にという副題 がつ け られ ているが、筆 者 は報 告

の内容 が子 どもたち との対 話だ けで はな く、大人 同士の対 話の 導入 にも生か され るこ とがで きれ

ば と考 えて いる。子 どもた ちは正 直 なので、面 白みを感 じない こ とか らはす ぐに関心が離 れ るが、

大人 たち に とって も、多 くの場合対 話 はそれ ほ ど 「楽 しい」もの では ないので はないか。少 な くと

も、理性 的で論理 的 な思 考 ばか りに傾 いた対話 の訓練 や、知識 の多 い少 ない、議 論 の勝 ち負 け を

競 うだけの ディベー トは子 どもたちに とって(大 人 に とって も)そ れほ ど 「楽 しい」 ものでは ない。

彼 らを対話 に引 きつ け、子 どもたち との 対 話 を楽 しい もの にす るため には どの ようなインセ ンテ

ィブ、工 夫が必 要 なのだろ うか。

¥》 想像力をひろげる 絵本を使った対話

アメリカで は、M.リ ップマ ンに よって提唱 された 「子 どものため の哲学」の試みが広 く行 われて

い る。また ヨーロッパで は参 加 者達 自身 が対 話 の中 で一つ の問 いにつ いて考 えるソクラテ ィクダ

イアローグという方法 論 とも結 びつ いて展 開 され 、「子 どもの ための哲 学」は世 界各地 に広 が りを

見せ てい る(注3)。哲学 とは なにか、という大 きな問 題 は置 いてお くにして も、これ らの試み は子

どもた ちと大 人 との、子 どもたち 同士 での対 話の実 践 として大 きな意 味 をもってい る。「子 どもの

ため の哲学」の方 法論 の大 きな特 徴 は、物語 や絵 本 に基 づい て対話す る ということで あ る。 こう

した方法 は子 ども達の好 奇心 と想像 力 に働 きか け、対 話 を非 常 に魅 力的 な もの に してい る。

リップマンの とった方法 は、推論 の能力 や批判 的判断 、基 準 や視点 の置 き方 な どを個 別 に教 え
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るもので はない。その方法 は、哲学 的 な トピックを扱 った物 語 を子 どもとともに読 んでい き、子 ど

もの問い を引 き出 し、 また それ につ いて共 に答 えを見つ けてい くとい うもので あ り、対話 の流れ

の 中で子 どもた ちの哲 学 的な能力 を引 き出そ うとす る ところが 特徴 的であ る。この リップマ ンの

方法 論 において は、教 師が単 なる設問 を設 け、子 どもた ちが それ に答 えるので はな く、物語 の な

か の登場 人物 が体験 した こととして子 どもに読み 聞かせ るこ とで、 子 どもは さ まざまな問い を

発 し、答 え を作 る中で、推 論 の能力 や判断能 力だ けで なく、想像力 を発揮 す るこ とも必要 にな る。

主人 公は どんな気持 ちで いるのか 、これか ら主人公 に どんな ことが起 こるのか、想像 す る楽 しさ

が対 話の牽引 力 となってい く。「子 どものため の哲学」を試 み る教 師、大 人達 は、子 どもたちが立

ち止 ま りい ろい ろな問 いかけ を展 開で きる ような しか け をこ らした、楽 しい物 語 をそれぞ れが工

夫 して書 いてい る。

物語 の登場 人物 は人間 だけ には限 らない。動 物の こ ともあ る。矢野 智司氏 は 『動物 絵本 をめ ぐ

る冒険』の なか で、子 どもが どれ ほ ど動物 が登場 して くる物 語 に心 お ど らせ るかを、た くさんの

絵 本 の例 をあげて説 明 してい る。絵 本 の世界 のなか に登場す る動物 た ちは、その動物 その もの と

して登場す る とい うよ りも、ある時 にはあ る種 の タイプの人 間の メタファー として、また ある時は

優 しさや勇気 の象徴 として現 れ、子 どもたちの想像 力 に訴 えか けなが ら、物 語 に奥 行 きを与 え、

話 の 内容 をよ り「楽 しい」伝 わ りやす いもの にす る。

動物 の特徴 的 な姿 は、人 間の特徴 的 な性 格 を類 型的 に表す のに便利 で、子 どもたちが人

間の 多様 な性 格や 複雑 な社 会 の仕 組 みを理解 す るために役立 つか らにす ぎないの だ。

… 寓話 の世 界 では オオカミは残忍 な性格 をもった 人 問の姿

であ り、キツネはず る賢 い人 間の姿 で ある。子 どもは一 目、動

物の姿 を見 るだ けで、単 純化 され た性 格 の類 型 を理解 して、

誰が正 直者 なのか 、誰が悪 人で あるの かがわか る。そ して善

季望 膿 鵜 慧 鷺 がどのようなものかを理解
イソップの有 名 な寓話 「キツネとブ ドウ」の 登 場 人物 が キッネでは

な く、「あ る人」となっていれ ば どうだっただ ろう。そ うする とこの寓

話 の もつ 力 は半 減 して しまう。 また動物 た ちの登場す る寓話 は、現

実 の文脈 か ら切 り離 され る ことで 「純 化」し、象徴性 と普遍性 を持 つ

こ とに なる。「人 間の代わ りに動物が登 場 する ことに よって、字義 ど

お りの内容 でな いこ とが言外 に強調 され 、寓話 とい う側面 が強調 さ

れる。道徳 的教 訓が込 め られ た物 語 のテーマ は純 化す る ことになる

のであ る。」(注5)私た ちが大人 に なって も時折 寓話 を読み なお し、そ

矢野 智司2002、 『動物 絵本 をめ ぐる冒険

動 物 人間学 の レッスン』、勁 草書房 。
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のた び新 た にそ して より深 く寓話 の意 味 を味 わうこ とがで きるの も、寓 話が そうした象徴性 と普

遍性 を持 つ こ とに よって、一通 りの読 み方で はない、自分 の持 っている経験 に応 じた様 々な読み

方 を可 能に してい るか らであ る。

矢野氏 はマ レーク・ベ ロニカの 『ラチ と らいお ん』とい う絵本 か ら、子 どもが 勇気 とはな にか を学

ぶプロセスを以 下の ように説 明 してい る。

マ レーク・ベ ロニカの 『ラチ とらいお ん』ほ ど、この守 護神 として の動 物 の力 を感 じさせ る

ものは ない、弱虫 の男 の子 ラチの前 に、突然 ラチ にしか見 えない小 さな ライオ ンが 姿 を現

す。… ラチは このライオンの存在 によって勇気 を えて困難 な問題 を解 決 してい く。 この と

きラチ のポケ ットのな かに いる小 さなライオ ンは少 年 の勇気 と力 の もとであ りまた守護

神 なので ある。

幼児 に勇気 とは何 か を言葉 で説 明す るこ とは容易 なこ とで はない。しか し「勇気」とは自

分 のこ ころのポケットに小 さなライオンを入 れてい るこ となのだ。『ラチ とらいお ん』はそ

うい ってい る。抽 象的 な言葉 も、動物 をイメージした具体 的 で感性 的な論理 に置 き換 えれ

ば、幼 児 も直 に理解 す るこ とがで きるの であ る(注6)。

寓話 や絵 本 の良 さ、それ は大 事 な事 柄 を直接伝 えるので はな く、な にかに喩 えて伝 える ことが

で きるというところにあ る。その ほうがいっそ う良 く伝 わ り、子 どもの心 に残 るとい うことがあ る。

動 物 を使 った寓話 は特 に、挿 し絵 の力 とともに子 どもたちの こ ころに強 く訴 える力 をもってお り、

子 どもたちの想像 力 を喚 起 して、物 語へ と引 き込 む。

また 同時 にそれ はフィクションで あ り、文字通 りの 出来事で は ない こ とを暗示 してい る。 フィク

ションについて対 話す る こと。人 はあ ま りに 自分 の体 験 に近 い ことについて は語 りにくい もので

ある。 子 どもた ちの周 りにもさまざまな善悪 の出来 事が あ り、子 どもは友人 や教師 との関係 でい

ろいろ なこ とを経験 してい る。 こうした こ とにつ いて(と くに同 じ教室 の なかで は)直 接 は語 り

にくい こともあ るだ ろう。 自分 の実 際 の経 験 か らは一 歩距 離 をおい て、共通 の フィクシ ョンに基

づ いて対話 す るこ との なかで は じめ て見 えて くる もの、考 え直す こともある。フィクションを対 話

の教 材 とす るのには、想像 力 を喚起す る とい う点 の ほか に、直接 例 を挙 げ ては話 しにくい事柄 に

つ いて距離 をお いて接す るこ とがで きる とい う利 点 もある。

また 「子 どものため の哲 学」の実践 者の なか には、絵 につ いて対話 をす る とい うこ とを実践 し

て いる人 たち もい る。筆者 は、(子どもで はない が、絵 に関 して専 門知 識 をもた ない市 民 と ともに)

絵 を使 った対 話、「哲 学 カフェ」を研 究室 の同僚 とともに何 度か試 みた こ とが ある(注7)。

絵 につ いて の対 話 はた しか に面.白い。論理 的 な思 考で はな く、目の前 の絵 か ら感 じた こ とや絵

を見て触発 され た ことを言 葉 にす る、それ を他 人 に伝 え るという経験 の新鮮 さ も手伝 って、参 加

者 の感 想 は概 ね好 評 であ る。 しか し対話 をファシリテー トす る側 に立 ってみ る と、絵 につ いて対
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話 す るこ との難 しさも同時 に痛感 す る。 それぞ れが想像 力 を触 発 され、 さまざ まな感想 が生 ま

れる。 自分 とは全 く違 う他人 の感 じ方 に触 れるのが この対話 の一つ の醍醐 味で ある にして も、そ

の他 人 の感 じた こ とに言葉 を通 じて どう関わっていけ ばよいのか 、ファシリテーター として、参加

者 の互 いの言葉 を どう混 じり合 わせ 、重 ね合 わ していけ ば よいの か とい うところが、そ の次の課

題 とな る。

他 人の感 じた こ とや他人 の想像 力 に私 たち は どうやって関わ ってい けば よいのだ ろうか、どの

ように対 話 してい けば よいのか。これ は芸術 作 品につい ての対話 を始 めた ばか りの私 たち にとっ

て も今 後 の大 きな課 題で はあ る。 しかし他 人 と出会 う場 を形 成す るとい うこ とで あれ ば、言葉 を

通 じた交流 を必ず しも中心 に据 え る必要 はないのか もしれ ない というような気 もす る。少 しず つ

で はあ るが 、各地 の学校 や美術館 にアーティス トがや って きて、子 どもた ち と一緒 に絵 を描 き、踊

り、楽器 を演奏 し、作 曲す る とい うような試 みが行 われつつ ある(注8>。 芸術 が インタラクティブな

ものにな り、鑑賞 者/芸 術 家 とい う枠 を こえてコミュニケー ションを志 向す る方向 に変化 してい る

今、アーティス トたちは芸術 の 「専 門家」とい うよりも、絵や音 楽、ダンス を介 したす ぐれた 「コミュ

ニケーター」として、子 どもた ちに語 りか け、アーティス トと子 どもとの、子 どもたち と親 との、子

ども同士の様 々な コミュニケーションを生 み 出している(注9>。アーティス トたちは子 どもたちの感

覚や想像 力 に訴 え、新 た なコミュニケーションを喚起す るさまざ まなツールを持 ってい る。これ ら

の実践 の なか に も、子 どもた ち との対話 を楽 しむ ための ヒントが あ りそ うであ る。

¥》 科学を対話のなかで学ぶ.サ イエンス・シティズンシップの確立にむけて

物語 や絵 画、音楽 と対 話 は比 較 的結びつ きやす いか もしれ ないが、数学 や科 学 な らどうだろう

か。「コミュニケーター」としての芸術家 は比 較 的思 い描 きやす いが、数学 者や科 学者 が 「コミュニ

ケー ター」 として子 どもたち と対話 した り、一般 の人 々の話 に耳 を傾 けて いる とい う姿 は なかな

か思い描 きにくい のでは ないだろ うか。 しか し数 学や科 学 こそ対 話 の中で学 ばれ なければ な ら

ない と考 える人 々が存 在 し、科 学 を子 どもたちに とって(大 人 た ちに とって も)も っと身近 なもの

にしようとい うい ろい ろな試 みが行 わ れてい る。

数学 のダイアローグ

今年 の春、私 たち は ドイツか らダイア ローグの フ ァシリテー ター であ るReinerLoska、 数学

者 のHartmutSp三egelを 招 いて、数 学の ダイアローグにつ いて教 授 を受 けた。なん と彼 らは子 ど

もたち に数 学 を教 え る方 法 として対話 を用 いてい る という。 彼 らは、もっ とも効 率 の よいベス ト

の解 き方 だけ を子 どもに教 え込 むので はな く、それぞ れの考 え方 を対話 の なかで引 き出す こ とを
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私た ちの招 きに応 じて来 日して くれたHartmutSpiegelと

そ の同僚 のChristophSelterが 書 いた

Kinder&MathematikWasErwachsenewissensollten,

Kallmeyer,2003

大 事 にして いる と教 えて くれ た。ReinerとHartmutは 、

(数学 そのものへ の苦 手意識 もあってか)な かなか具 体像

が描 けな いでい る私 たち に、い ろい ろ聞 くよりや ってみ

せ た ほうが早 い と言い 、63一 □=37と 黒板 に書 き、そ の

解 き方 をそ れぞ れ紙 に書 いて み る ように言 った。私 た

ち は戸 惑 い なが ら解 法 を書 いて いった。す る とそ こに

いた 五人 が 一人 として 同 じ解 き方 を した もの はい なか

った(注1ω 。二 人 は前 に書 き出 され たば らば らの解法 を

愉快 そうに ながめ なが ら、大 人です らこの ようにい ろい

ろな考 え方 をす るので あるか ら、子 どもたちが さまざ ま

な方法 で答 えを出 そうとす るこ とは明 白であ るし、それ

を認 めるべ きだ と述べ た。 通常 の数学 は正 しい解 き方

を学習 する ものだ と考 え られ てい るが、彼 らは出た答 え

や、それ ぞれの正 しい解 き方 で はなく、それ ぞれの子 ど

もた ちが考 えるプ ロセ スに こそ大 事 な ものが あ る と考

えて お り、数学者 、数学 教師 としての彼 らの役 目は、そ

れそれ のプロセスに関 わ り、対話 の中で子 どもの考 えが 十分 に展 開 される ように助 けてやる こ と、

他 の子 どもの考 え方 を説 明 してや るこ とで あ り、答 えを教 えるこ とで はない、と考 えてい るよう

だった。 ところで、私た ちはそれ ぞれ ば らば らの解 き方 ではあ ったが、全 員正解 を出 して いた。

ReinerとHartmutは 子 どもの答 えが 間違ってい る時 は どうするのか とい う質問 に対 して も、そ

ういう場合 は即 座 に否定せ ず、その子 どもなりの考 え方 の道筋 に耳 を傾 け るこ とが大切 だ と答 え

た。筆者 は、ReinerとHartmutか ら、子 どもたち と対 話 をしようと思 うなら、大 人 は答え を用意

して待 って いては な らないの だ とい うこ と、子 どもな りの考 え方 に耳 を傾 け、よく聞 こうとす る大

人の態度 があ って初 めて子 どもとの対話 は実 現す るのだ ということを教 え られた。

科 学教 育 と対 話

私た ちは、数 学や化 学 の教 師 の役 割 はベ ス トな解 法や 公式 を教 え、答 えを教 えるこ とだ と考 え

て しまいが ちであ る。 多 くの場 合、学校 で教 え られ る科学 的 な思 考は こうした公式の 暗記 になっ

て しまい、いつ その公 式が役 に立つ のか 、その公 式の根 本 にある考 え方 が どんな もの なのか、私

たちは知 らず に通 り過 ぎて しまう。

湯浅正 通氏 は、こうした事 態 を 「学校 知」と「日常知 」との乖 離 だ と述べ る(注11)。子 どもによる

科 学の営 み は 「科 学者 に よる科 学 を学 ぶ とい う側面(学 校で の科学 的思考)」 学校 知 と「学 んだ
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こ とを 日常 的な課題 に活 かす という側 面(日 常 生活 での科学 的思考)」=日 常知 があ り、現 在 の学

校教 育 におい て、科 学 の営 み の二 つの側 面 は分 離す る傾 向 にある。

学校 での数学 や科学 の教育 は、どうして も一 定の公 式 を教 え、そ の応 用 として 問題 を解 いてい

くという「一般 的手続 き重視」型教授 法 になって しまいが ちで ある。 その ため生徒 は なんのため

にその公式 が使 えるのか を知 らないで、公式 だ けを覚 える ことになる。

湯 浅氏 に よれ ば、 同 じ密度 を測定 するの にも、「本物 の王冠 とにせ 物の 王冠 を見 分 けるに は ど

うした らよいか」とい う「物 語」の中の文脈 として尋 ね られ るの と、「物 質 の本 当の重 さを比 べ る

には どうした ら良 いか」という単 なる 「疑 問」として尋 ね られ る場合 、「物 質の重 さを密 度 とい う

考 え方 を使 って求 め ましょう」とは じめか ら解 く方法が 「統 制」されてい る場合 では、学習 した知

識 をその後応 用で きるか どうか という点で違 いが あ らわれ る とい う。「物語 」の 中の問題 を解 くた

め に密 度 という考 え方 を習得 した子 どもたち は、自分 たちが習 得 した知が どうい う「意味」を持 ち、

どの ような文 脈 で使用 で きるの か を学 んで いる。しか し文 脈 な しに疑 問だ け与 えられ た子 ども

や、問題 と解法 を同時 に与 えられて しまった子 どもは、自分 たちが手 に入 れた知 の使 い方 がわか

らない。

問題 が文脈 の なかで与 え られ るこ とに加 えて、湯浅 氏 は 「子 どもたちが みずか ら課題 また は目

標 を発 見す る こと」、クラスの仲 間 との 関わ り、共 同 した探求活 動 に よって科学 的知識 を習得 す る

こ との大切 さを挙 げ ている。(クラスの 仲 間に は、教 師 と しての大 人 も含 め るこ とがで き よう。し

か しその場合 答 えを知ってい る唯 一の人 物 としての教 師で はな く、ReinerとHartmutた ちが示

した ように、共 同探 求者 、対 話の相 手で あ り良 き導 き手 として の教 師 でなけれ ばな らない。)発達

心理学 の分野 で は、この問題 は 「生得 的な制約 に基づ いて構 成 された 日常知(素 朴 理論)が 発 達 と

ともにいか に再 構 成(再 構 造化)さ れ るのか」というテーマ と関係が あ るとされて いる。 こうした

日常知 の再構 成は、主 として領 域 問の知 識 の対応 づ けが可能 に なるこ とによってなされるとされ

て いるが、子 どもたちが 日常知 を再 構 成 し、科学 知 に至 るため には、大 人 や、仲 間た ちとの対 話

が必要 不可欠 なの ではな いだろ うか。

人 々は多 くの場合 、この 「学校 知」と「日常 知」が分離 した ままの学 生時代 を過 ご し、大人 にな

れ ば 「学校 知」のほうは忘 れ去 って しまう。人 々が 数学 をは じめ とす る科 学 に対 して 「難 しい」と

か 「自分 の生 活 には関 わりが ない」「一部 の専 門家 に任せ てお けば よいもので ある」とい うような

印象 を抱 くの はそのた めであろ う。

生命 医療や環 境 問題 、科 学技術 の問題 に関 して専 門家 と市 民の あいだ にコミュニケーションの

チャンネルが ない ことが 問題 になって いるが、 こうした こ とをなくし、市 民が科 学 とその使用 を

自分 たちの問題 として考 え られ るように なる(サ イエンス ・シティズ ンシップの確立)た めには、初

等教育 の段 階で上 に述 べ たような 「学校 知」と「日常知 」の分 離 を解 消 して いかね ばな らな いので
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はない だろうか。

また真 の意味 でのサイエ ンス ・シテ ィズンシップの確 立の ために は、子 どもたちが科学 知 を日常

的な文脈 か ら獲得 で きる とい うこ とだ けでは なく、クロー ンや遺伝 子組 み替 え作 物 な ど科 学知 の

極 みの なかで浮 かびあ がって くる、 科 学 的な考 え方そ のもの の限界 について批 判的 に考 える能

力 を身 につ け るた めの対話 もまた促 進 されね ばな らな いだろ う(注12)。

¥》 対話を見る、演 じる

海外 で行わ れてい る子 どものため の哲 学 は、物語 を使 った対 話(初 等 教育 向け)か ら社 会問題 、

時事 問題 を扱 う対 話(中 等、高 等教育 向 け)ま で段 階 に応 じてさ まざまな教 材 が用意 され ている。

日本 では こうした対 話教 育が組織 的 に行 われ てい ない現状 もあって、これ らの教材 をい きな り中

学校 や 高校 の授業 に持 ち込 んで もな かなか うまくいか ないの で はない か とい う疑 問 は私 た ちの

なかに もある。そ もそ も論理 的 な推 論能力(Reasoning)や 他人 の考 え を知 り、お互い の異 なる意

見 を交換す る とい った能力 は、 欧米 にお いては社 会生活 、市 民生 活 を営 む上 での基礎 的 な能力

と見 な されてお り、子 どもの ための哲学 が これだ け盛 ん になるの も、その土壌 があ っての こ とと

言 える。

一方社 会的 な土壌 が違 う日本 の子 どもた ち(と くに 中学 生、高校 生)を 対話 に引 き込 む には、対

話 の 「面 白 さ」「楽 しさ」をかな り強 力 にアピールしな ければ な らない。彼 らは基本 的 に趣 味や考 え

方 の合 う友 達 と 「お しゃべ り」してい るのが好 きな ようで、考 え方の違 う他人 と話 し合 うというこ

とは苦 手 な ようで ある。 またテレビやインターネ ットの なかで様 々な情報 に触れ てお り、面 白 くな

い こ とにはす ぐにそっぽ をむい てしまう。この節 で は、私 た ちが 日本 で行った実践 か ら、日本 の中

学 生や高校 生 に対 話 の 「面 白さ」をアピール し、対話 に引 き込む方法 につ いて考 えてみ たい。それ

は上で述べ られ た ような欧米の 「子 どものため の哲学」にお いて考 え られて い るような教 材 の工

夫 とはす こ し角 度の違 った ものに なるであ ろう。

対話 を 「見 る」とい う こと'

あ まり他人 と議論 す るこ とに慣 れてい ない 日本 の子 ど もた ちでも、思 わず対 話 に身を乗 り出し

て 引 き込 まれて しまうような こと とはな んだろ うか 。 それ は一 つ には面 白い対話 を見 るこ とだ、

と言 え るので はないだ ろうか。 面 白い対話 を見 る とい うこ と、対話 をまねぶ、演 じるということ

が対 話へ の動機 づ けにな る場合 が ある。 白熱 した討論 や喧嘩 な どを見 て いる とつ いつい巻 き込

まれて しまい 「ロ をはさみた くなる」ことが ある ように。

私 た ちが 「出会 いの てつ が く」とい う授業 を持ってい る高校 では、沢 山の講 師の方 を招 いて、高
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校 生 にお話 をして いただい てい る。こ こで報 告す る授 業 を担 当 して下 さった稲葉 氏 は、元 裁判官

であ り、現在 は紛争解 決の専 門家 として＼法律 家相手 にMediation(調 停)の 技 法の トレーニング

を してい る方 であ る。稲 葉氏 はアメリカで はPeerMediation(学 校 で起 こった トラブルを生徒 が

調停者 となって解 決す る)の 教 育が 盛 んにお こなわれ ている ことを受け、「もめ ご と、トラブル を

解 決 してい くということ」につい ての授業 を して下 さった。そ の授 業 の中で、稲葉 氏 は実 際の トラ

ブルをもとにご自身が シナ リオ を書 かれ、それ を劇 団の方 が演 じたビデ オを見 せて くだ さった。

ビデオの シナ リオ は以下 の ようなもの であ る。「伊 藤 さん」が隣…人の 「高 野 さん」夫婦 の飼ってい

る犬が吠 え てうる さい と苦 情 を言 い にい った ところ、 話 し合 いが こ じれて高 野 さん夫婦 は自 ら

の非 を認 め ようとは しない。(対話の決裂)双 方 の話 し合 いに下手 な第三 者(仲 介 者)が 入 るが うま

くいかず、上 手 な調停 者が仲 介 して は じめて対 話が で きるように なる。

稲 葉氏 の見事 な導入 もあ り、 生徒 たち はこの模擬 ダイアローグ(話 し合 いの決裂 、調停 の成功)

に興 味 をもって見 入って いた。 自分 が当事者 であ った らなかなか分 か らない ことも、外側 か ら観

察してい るとよ く見 えて くる。生徒 たちの 出した意 見や感 想 は実 に的確 であ った(注13)。

「伊藤 さん と高野 さん たち との話 し合 いが うま くいかなか った理 由 はなんだ と思 い ます か」と

いう質 問に答 えて、生徒 た ちは 「高野 さんが犬 を吠 えた ことを否定 した」か らだ と述べ、高野 さ

んが否 定 した場 面 を 「話 のの りで 『吠 え て いない』と言 って しまって、『や っぱ り吠 え て いた か も』

と言 えなかった」と分析 した生徒 もい た。また場面 の力 関係(女 性 で ある伊藤 さんが 高野 さん夫婦

に二 人 で反 論 されてい る)を 読み とった 「伊藤 さんが高野 さん宅 に一人 で行 ったか ら」「高 野 さん

が 強いか ら」とい う意 見 も出た。「どうす れ ば話 し合 いがうまくい くと思 い ます か」 とい う質 問 に

は 「どっちの人 も一 方的 に話 す ぎてい るか ら、落 ち着 けばいい」 とい う客観 的な立場 で話 し合 い

を分析 す る生徒や、困って いる伊藤 さんの立場 に立 って「証拠 として 犬の声 とか を録音 して お く」

という意見 をあげ る生徒 もいた。 話 し合 いの なか で伊 藤 さん の立場 の弱 さに注 目した生徒 は、

「伊 藤 さん と同 じ立場 の人 を連れ て きて また抗 議 す る」 という意見 を出 したが、稲 葉 氏 の 「そ う

した場合 に 自分 が高野 さんだった らどうす るか」 という質問 の導 きもあって、高野 さんが よけい

に反発 す る可 能性 に気 づ き、「中立 の立 場 にい る人 を連れ て行 く」というこの回の授 業 のテーマ

となる問題 に近づ く意見 を出 して くれ た。話 し合 い を決 裂 させ て しまった調停 者 について は、「調

停者 が優 柔不 断 だったか ら、軸が ない」「話 を順序 立 てないか ら、中立 の人 が足 で ま とい となった」

と指摘 し、後 半の調停 者の調 停が うまくいった理由 につい ては、複 数 の生徒 が 「きまりが あった」

「調停 者が しっか りして いたか ら」「調停 の人が、両 者 ともに、冷静 に話 し合 える状況 を作った」「中

間 に入 るものが しっか りとして 両 方 の意 見 に流 されない ようにす る」と述べ 、「両 方 の意 見 をしっ

か り聴 いて どうするか本 人同士 で決 め させ た」 というような調 停技 法のポイン トを自分の言葉 で

述べ る生徒 も現 れ た。
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この ように、対話(そ れ が失敗 に終 わった ものであ って も)を 外 か ら「見 る」こ とか ら(子 どもた

ちも含 め て)私 た ちは対話 につ いて学ぶ こ とが で きる。対話 を外 か ら「見 る」ことで 、他 人 に対 し

て意 見 を言 うことが どういうこ とか を考 え、客観 的 に見 る きっかけ になる。 どう言え ば伝 わ りや

す いのか、どうす るこ とが 誤 解の もとなのか、とい うこ とを私 た ちはそ こで学ぶ。また、「あの人

は あそ こで こう言ったが私 な らこう言 う」という形 で対話 の状況 へ 子 どもた ちを巻 き込んで い く

ことがで きる と考 え られる。議論が 白熱 してい る対話 を見 れ ば、そ のテーマ につ いて議論 す るこ

との興 味が生 まれ、他 人 に対 して意見 を言 うモチベーションが生 まれる。

対話 を 「見 る」こ とによって、子 どもに対話 の動機 づ けを与 え るため には、教材 をか な りきっち

りと作 り上 げ る必 要が あるだ ろう。(稲葉 さんの教 材 は、稲 葉 さんが調停 者 として、現 実 の対 話 を

数多 く調 停 されて こ られた豊富 な経験 に基づ い てい る。)対話篇 はた くさん あるが 、一人 の筆者

が書 いて対話 の シナリオをうまく作 り上 げ るこ とはか な り難 しい。ダイアローグ風の モノローグに

な るこ とを避 けるた めにも、テ レビの若 者向 けの討論 番組 やインターネット上で の討 論 な ど、実際

にい ろい ろな人が 自分 の意見 を述べ 、討論 して い るもの も教材 として有用 と思わ れる。

対話 をまねぶ こ と、「演 じる」こと、対話 と身体 との関係

対話 の シナリオを黙読 する だけで はな く、実際 に声 に出 して読 んでみ た り、複数 で演 じてみ る

ことも、対話 の導入 として は有効 であ ろう。声 に出 し、自分 の身体 を使 って表現す るなか で、物語

や対話 の 中に入ってい くとい うことは、子 どもたちに大 きな影響 を与 えるであ ろう(注14)。(稲葉氏

は私 たちの 高校 で の二年 目の授業 にお いて、 調停 の実 際の過程 を生徒 た ちが演 じる とい うロー

ル プ レイの授 業 を行 った。)

対 話 は言 葉 によるや りと りだけで成 立 してい るので はない。話す ことはそ もそ も身体 表現で あ

る。 欧米 では こうした こ とはあ ま り問題 にな らないのか もしれ ないが、日本 の中学生 、高校 生 を

見 ている と、 言葉 を相手 に伝 える とい うこ との身体 的 な側 面 を活性 化 させ るこ とが対話 の導入

へ の第一歩 で はないだ ろうか とい う気 もして くる 恠15)。まずはか らだ をほ ぐしコミュニケーション

の準備 を整 えること、か らだそ のものが他 人 と交 流す る準備 がで きてい るか、他 人 との距 離 をど

れ くらい とるか、他人 に届 く声が 出せ るか、人の 目を見 て話せ るか、というようなことが重要 とな る。

演 劇の分 野で は、対話 を演 じる準備段 階 として、発 声 や他 人 との距離 の取 り方 、他人 の身体 と

の 関わ りな ど基 礎 的な身体 コミュニケーションを訓練 す る手 法が多 く考 え出 されて いる。こうした

身体 を使 ったコミュニケー ションの レッスンは、実 際 に私 た ちが対話 す る時 の基 礎 にあ るもの とし

て、対 話の導 入そ のもの に役 立つ(注16)。年齢が 高 くなるにつれ、子 どもたち は他 人 との 直接 的 な

身体接 触 を避け た り、照 れた りす る傾 向 にあるが、ゲーム感覚 で身体 をつか った コミュニケーショ

ンを面白 く体験 して もらい、そ の延 長 として厂対 話 を演 じる」ことに導 くことが で きれ ば と考 える。
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本 論で は、子 どもた ちを対 話 に引 き入 れ、楽 しく対話 す るための工 夫 をい くつ か紹介 した。 実

際 に私た ちが 試 してみ た例 もあれば、これか ら実 践 に移 そ うとして いるアイディアもあ る。今、学

校 の教室 の中で は、今 まで の ように単 に知 識 を詰 め込 む教 育 だけで な く、子 どもたち の自発 性 を

育 て、自分 たち で学 ぶ力 を育 て る とい う教 育 がな され ようとして いる。今 回のテーマ であ る子 ど

もたち との対話 にお いて も、.大人 の役割 は、答 え を教 える ことで はな く、子 どもの考 え方 を引 き

出 してやった り、子 ども同士 で対 話が で きるようにファシリテー トす る ことで あ り、重要 なの は子

どもたちが いか に自分 た ちで(楽 しく)学 んでい ける ようになるか ということであ る。こうしたこ

とを考 え ると き、必要 なの は子 どもが変 わ るこ とで はな く、大人 や教 師が変 わる ことでは ないか

とい う気 が して くる。総合 教育 な ど、子 どもの 自発 的に学ぶ力 を育 て る教育 の必要性 が 叫ば れて

い る現在 、いったい どれだ けの大人 や教 師が、子 どもと対話 す る とい う態 度 を十 分 に身につ けて

い ると言 えるだろ うか。

子 どもたち との対話 の場所 を学校 に限定 され るわけで はな いが、(実際海外 で も子 どもの ため

の哲 学は学校 の 中で も試 み られ てい るが 、学校 の外 で も行 わ れてい る)学 校 以外 で子 どもた ち と

の対 話 を行 える場 所 はまだ まだ少 ない。また、学 校 の教 室 では、教 師が 相 手に しなけ れば な らな

い子 どもた ちの人数 が多す ぎる な ど、多 くの制 約が ある。上 で述べ た ように、子 どもたち との対

話 を実現 してい くには、いろい ろな教材 の工 夫 が必 要 であ るし、対 話 の導 き手 であ る大 人 には、

子 どもを引 きつ け る 「技 」(対話 をす るため の技 術、身体 を使 う、絵 を使 う、物語 や絵 を使 う)が 必

要 となって くる だろう。 学校 という場 において は、一 人の教 師が こうした様 々 な技術 を用 い るこ

とは難 しい。例 の中で も何度 か出 て きた ように、さまざ まな芸術 家や対 話 の専 門家 が学校 にやっ

て きて(あ るい は学 校 以外 の 場 所 で)子 ど もたち との対 話 を行 う とい うことの可 能 性 を もっと

広 げ てい くべ きだろ う。

対話 の教育 とは、対話 の技術 をた た きこん だ り、餌 でつ って対話 を強制 した りす るこ とで はな

い し、対話 した り、対 話の なかで 共に考 える ことは科せ られた課 題で も義務 で もない。 私 たちが

なぜ対話 をす るか といえば、他 人の こ とや 自分 の こ と、世界 で起 こるで きご とをあれ これ想像 し

た り、他 人の こ とを理解 した り、他 人 と一 緒 に考 え るこ とが 「楽 しい」か らそ うす るので ある。「ど

うやって大 きな ドアが僕 の小 さな 目の中 にはい るの?」「どうしてすべ ての こ とは夢 じゃないって

わか るの?」 と子 どもが 大人 に問い かけ る時 、そ こには純粋 な好奇 心や驚 き、他 人 と共 に考 える

こ との 「楽 しさ」の原型 があ る。む しろ大 人 に とって は、子 どものた めの哲学 や子 どもとの対 話 こ

そが、対 話や考 え るこ との楽 しさを思 い 出 させ て くれ る機会 の ような気 さえす る。対 話 のなかで

他 人 と一 緒 に考 え るこ とは大人 に とって も子 どもに とって も「楽 しい」。その 「楽 しさ」を伝 え るた
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め には どうす れば いいか をこれか らも考 えてい きたい。
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「臨床哲 学の メチエ 特 集 高校 で の哲学教 育』voL11.2003、 大 阪大学大 学院文 学研 究科 臨床哲 学研 究室発 行参照 。

臨床哲学 研究 室の最 近の対 話 の試み につい ては、文部 科学省 科学 技術振 興調 整費 科学 技術 政策提 言 平 成14年 度報 告書

「臨床 コミュニケー ションのモデ ル開発 と実 践』(研 究代表 者 鷲 田清一)参 照 。特 に以下 で あげ るソクラティク・ダイアローグにつ

いて は、堀江 剛 「対話 を促進 す るもの 一 日本 にお けるソクラティク・ダイアローグの活 動か ら」、pp.112-122、 科学 技術 や医療

問 題な どにつ いて専 門家 ・非専 門家 を巻 き込 んだ公 共の話 し合 い を行 うための対 話へ の導入 方法 の検 討 としては本 間直樹 堀

江 剛 「対話 コンポーネンツ 臨 床コミュニケーションのモデル形成 に向 けて」、pp.144-163を 参 照。

子 供の ための哲 学 につ いて は、以下 のホームペ ージお よび文献 を参照 。

http://www£du.oulu.行/onk/ala-aste/ocpie/links_3,htmhLtp://www.sapere,net1996

G.B.マ シューズ著、鈴 木晶訳1996、 「子 どもは小 さな哲 学者 』、新 思索社

GB.マ シューズ著、倉光 修、梨 木香歩 訳1997、 『哲 学 と子 ども 子 どもとの対話 か ら』、新 曜社

寺 田俊郎1999、 「子 どもの ための哲 学、子 ど もと ともにす る哲 学」、『臨床哲学 のメチエ』vol.4.、 大阪 大学大 学院 文学研 究科

臨床 哲学 研究室 発行所 収。 また子 どもの ため の哲 学 に関 しては大 阪教 育大学 の桝形 公也 先生、明治学 院大学 の寺 田俊郎 先生 、

大 阪大学 臨床哲 学研 究室 の会沢 久仁子 さん にご教授 いた だいた 。

矢 野智 司2002、 「動物絵 本 をめ ぐる冒険 動 物 一 人間学 の レッス ン』、勁 草書 房、p.129

矢野2002、p.130

矢 野2002、pp.141-142

詳 しくは、大 阪大学21世 紀COEプ ログラム 『インター フェイスの 人文学 」、ニューズ レター02に 収録 の拙文 、高橋 綾、「感 覚につ

い て対話 する というこ と」参照 。

佐 藤学 、今井康 雄編2003、 「子供達 の想 像力 を育 む アー ト教 育 の思想 と実践 』東京 大学 出版会 、皿 アー ト教育 の新展 開参照。

前 掲書参 照。具 体的 には、ワタリウム美術館 で行 われ たワー クショップ 「アー ト・一 日幼 稚 園」か ら建築 家 ・妹 島和 世が 行った、子

ど もた ちと共 に好 きな椅 子 を作 るとい うワー クシ ョップや 、アーティス ト・小沢 剛が行 った子 どもが大 人の ものを身 につ け、大 人

が 子 どもの ものを身 につ けて親子 の役 割 を逆 転 させ る とい った ワー クショップ、フランスのアーティス ト、ファブリス ・イベー ルが

お こなった、子 どもたちみ んなが ファブリスの クロー ンに なる とい うワークショップが紹介 され てい る。

実 際 に私 たちが 出 した解 き方 は以下 の ようなものであ った。

(1)13-7=6、60-10冨50、50-30=20、6+20=26

(2)37+匚 コ=63、37+3=40、40+23=63・23+3=26

(3)37to57=20、57to63コ6→20+6=26

以下 の文章 は 岡 田猛 他編1999、 『科 学 を考 える 人 工知 能 か らカルチェラル・ス タデ ィーズ まで14の 視 点 』北大 路 書房 、

第 一部5,子 どもに よる 「科学」が本 当の科学 とな るため に(湯 浅正 通)参 照 。

イギ リス で子 ど ものた めの哲 学 を行 って いるSteveWilliamsとRogerSutcliffeが 作 って い るホームペー ジ、NEWSWISE

(http://www,dialogueworks,co,uk/newswise)に は、南北 問題 や遺伝子 組 み替 え作 物 などの問題 を、実 際のニュースを使っ

て(少 し年齢 の高 い子 どもた ちと〉対話 の中で考 え るための教 材が 掲載 され ている。

詳 しくは 『臨床 哲学 のメチエ』voL11、p.36-39参 照。

大 阪教 育大学 の桝方 公也氏 は、中学校 やそ れ以上 の年齢 の学生 と共 に ドラマ をつ くり演 じるとい う試 み を行 ってい る。 氏 によ

れば、同 じシナリオ を演 じて も演 じ手に よって さま ざまな解釈 が生 まれ、グループ によって解釈 や演 じ方が異 な り、そ の違い か

ら物語 や主人 公の気 持 ちの解釈 につ いて さらに対話 が進 む とい う。

とくに今 の 日本にお ける子 どもたちの 身体性 の希薄 さにつ いて は、多 くの 論者が 問題 にしてい る。 斉藤 は特 に最近 の子 どもた

ちが他 人か ら触 れ られた り、他 人の体 に触 れた りす る ことに嫌悪 感 を抱 くと述 べ、身体 を使 って他人 とコ ミュニケーションす る

能力が 著 しく低 下してい るこ とを危 惧 して いる。
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斉藤孝2001、 『自然体のつくり方 レスポンスする身体へ』、太郎次郎社

佐藤学1997、 『学びの身体技法』、太郎次郎社

佐藤他編2003所 収、堤康彦 「アーティストと子どもたちの幸福な出会い」、特に身体表現と学校教育の章(p.252-257)参 照。

具体的なゲームなどの例は、斉藤2001や 、佐藤他編2003所 収、堤康彦 「アーティストと子どもたちの幸福な出会い」にくわ

しく書かれている。またこうした考え方を実際の教育現場にいかした先駆的実践例 としては、竹内敏晴氏の実践が挙げられる。
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